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２０２３年１２月１５日 

四 国 電 力 株 式 会 社 

 

伊方発電所原子力防災訓練計画事前説明に係る面談（５週間前）時の確認事項 

 

 伊方発電所原子力防災訓練（２０２４年２月２日）の訓練計画について、「令和５年度 原

子力事業者防災訓練の評価の進め方（原子力規制庁 緊急事案対策室）」に沿って説明する。 

 

【確認事項】 

全般 

○訓練計画【資料】 

・中期計画上の今年度訓練の位置づけ 

・今年度の訓練目的、達成目標 

・主な検証項目 

・実施・評価体制 

・訓練の項目、内容（防災業務計画の記載との整合）及び評価基準 

・訓練シナリオ 

－プラント運転状態、事象想定、スキップの有無等 

－現状のプラント状態を踏まえた訓練の実施方針 

・その他 

－ＥＲＳＳ／ＳＰＤＳの使用 

－ＣＯＰ様式 

－即応センター、緊対所レイアウト図 

－ＥＲＣ対応ブース配席図、役割分担 

－ＥＲＣ書架内の資料整備状況（資料一覧） 

○評価指標のうち、主に[Ｐ]、[Ｄ]に関する内容【資料】 

○事業者とＥＲＣの訓練コントローラ間の調整 

 

【説 明】 

○訓練計画 

 別紙に基づき説明する。 

 ＜関連資料＞ 

別紙－１ ２０２３年度 四国電力伊方発電所 防災訓練（総合訓練）実施計画概要（案） 

 ・中期計画上の今年度訓練の位置づけ 

 ・今年度の訓練目的、達成目標 

 ・主な検証項目 

 ・実施・評価体制 

 ・訓練の項目、内容（防災業務計画の記載との整合）及び評価基準 

枠囲みについては、個人情報または訓練シナリオに係る事項ですので公開できません。 
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  ・訓練シナリオ 

－プラント運転状態、事象想定、スキップの有無等 

－現状のプラント状態を踏まえた訓練の実施方針 

    ・その他 

－ＥＲＳＳ／ＳＰＤＳの使用 

 

別紙－２ 昨年度訓練において抽出した課題に対する改善内容の検証 

 ・主な検証項目 

 

  別紙－３ 訓練項目・訓練内容・評価基準 

   ・訓練の項目、内容（防災業務計画の記載との整合）及び評価基準 

 

  別紙－４－１ ２０２３年度 総合訓練シナリオ説明資料 

  別紙－４－２ ２０２３年度 総合訓練シナリオ 

  別紙－４－３ 判断分岐フロー 

   ・訓練シナリオ 

 

  別紙－５ ＣＯＰ様式一覧 

   ・その他 

－ＣＯＰ様式 

 

  別紙－６ 即応センター、緊対所レイアウト図 

   ・その他 

－即応センター、緊対所レイアウト図 

 

  別紙－７ ＥＲＣ対応ブース配席図、役割分担 

・その他 

－ＥＲＣ対応ブース配席図、役割分担 

 

  別紙－８ ＥＲＣ書架内の資料整備状況（資料一覧） 

   ・その他 

－ＥＲＣ書架内の資料整備状況（資料一覧） 
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【確認事項】 

○評価指標のうち、主に[Ｐ]、[Ｄ]に関する内容 

 

【説 明】 

○発電所、本店（即応センター）、ＥＲＣの３拠点間の情報フロー 

 別紙に基づき説明する。 

＜関連資料＞ 

 別紙－９ 情報共有のための情報フロー 

 

○情報フローにおける前回訓練における課題及び当該課題を踏まえた改善点 

課 題 改善点 

（問題） 

緊対所内において、高松本店からの音声が聞き取りづ

らい場面があった。 

（原因） 

社内ＴＶ会議システムを立ち上げた際の音量調整が上

手くできておらず、同システムの音量が小さかった。 

緊急時対策所の立ち上げ手

順を定めた社内マニュアル

に、社内ＴＶ会議システムの

音量調整の項を追加し、社内

周知・教育した。 

  ※上記改善点は、情報フローへの反映不要。 

 

指標１：情報共有のための情報フロー 

○発電所、本店（即応センター）、ＥＲＣの３拠点間の情報フローを確認する 

・情報フローとは、次の５つの情報 

－①ＥＡＬに関する情報 

－指標２に示す情報（②事故・プラントの状況、③進展予測と事故収束対応戦略、④

戦略の進捗状況） 

－⑤ＥＲＣプラント班からの質問への回答について、いつ、どこで、だれが、なにを、

どんな目的で、どのように、の観点からみた、情報伝達の一連の流れをいう。 

○情報フローにおいて、前回訓練における課題及び当該課題を踏まえた改善点を確認する 

①前回訓練で情報フローに問題がある場合 

・前回訓練での情報共有における問題が発生した事業者は、問題に対する課題の抽出、

原因分析及び対策を確認する。 

・その上で、情報フローが対策を反映したものとなっているか確認する。 

②前回訓練で情報フローに問題がない場合 

・情報フローに対し、更なる改善点が無いか検証した結果を確認する。 
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【確認事項】 

 

【説 明】 

〇模擬ＥＲＣプラント班への説明について 

・事象進展および事故収束戦略の変更等の状況変化や全体を俯瞰した現況について、Ｃ

ＯＰ、ＳＰＤＳ－ｗｅｂおよびＥＲＣ備付資料等を用いて説明を実施する。 

・評価は、テレビ会議システムでの発話等の実績を基に、アンケート結果および評価者

による評価結果を踏まえて実施する。 

 

○要員の育成・配置 

 ①緊急事対応要員の適切な育成・配置計画が明文化されていること。 

 ＜ＥＲＣ説明者＞ 

  ・ＥＲＣ説明者であるメインスピーカーおよびメインスピーカー①は、原子力保安研修

所勤務者のうち、事故対応手順または安全評価の知識を有する者を選定する。具体的

には、原則として原子力保安研修所「運転訓練グループ」および「原子力安全リスク

評価グループ」（以下、「当該グループ」という。）の要員の副リーダー以上（現

状、計７名）とする。 

  ・サブスピーカー②については、ＥＲＣ説明者の補助が主な役割であり、発話に関する

専門知識やスキルは不要であるが、ＥＲＣ対応班（規制庁ＥＲＣプラント班に対応す

る要員）の中から適正を考慮して要員を選定、配置する。ただし、ＥＲＣ説明者を補

助する役割であることを考慮し、極力、当該グループの要員とする。 

  ・ＥＲＣ説明者となる当該グループの副リーダー以上の要員に対しては、以下の教育訓

練等を実施して育成する。 

指標２：ＥＲＣプラント班との情報共有 

○ 事象の進展や事故収束戦略・予測進展の変更といった状況変化時や、適時に施設全体

を俯瞰した現況について、テレビ会議システム等での発話等により説明ができたかを 

評価の観点とする。 

また、訓練実施後に行うＥＲＣプラント班要員へのアンケート結果も踏まえ評価に反

映する。積極的に情報提供が行われたかという観点のみならず、ＥＲＣの各担当のニー

ズや要請に応じて適切なタイミングで行われていたかという観点で評価すること。 

○ 要員の育成・配置について、以下を評価する。 

① 緊急事対応要員の適切な育成・配置計画が明文化されていること。 

② 育成・配置計画は実発災を想定した適切なものであり、訓練時にこの計画に基づき

要員配置されていること。 

なお、育成計画の一環として訓練時に緊急参集が出来ない者の参加を否定するもの

ではないが、参加要員の３割を上回らないこと。この場合、「限定的な想定」に該

当。 

③ 全ての参加者が実要員の場合、「実発災を想定した配置」に該当する。 
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    ａ．防災教育（2023年12月実施予定） 

    ｂ．社内マニュアルによるＥＲＣ対応班の活動概要教育 

（2023年6月21日、8月7日実施済） 

    ｃ．「ＥＲＣ対応に係る発話ポイント」によるＥＲＣプラント班への説明要領教育

（2023年9月8日実施済） 

    ｄ．他事業者防災訓練の統合防ＴＶ会議視聴 

    ｅ．他事業者防災訓練における評価または視察（即応センター） 

・事業者防災訓練（社内訓練含む）におけるＥＲＣ説明者は、当該グループの要員の中

から下記要件に基づいて年度ごとに選出し、その年度は優先的に経験を積ませること

により、対応能力の維持、向上を図る。（習熟の観点から、原則として事業者防災訓

練を２回経験させる。） 

 ａ．メインスピーカーおよびサブスピーカー①のうち、１名は特別管理職 

 ｂ．メインスピーカーおよびサブスピーカー①のうち、１名は経験者 

 ｃ．要員の適正を考慮 

  ・上記については、社内マニュアルにて明文化している。 

 

＜ＥＲＣリエゾン＞ 

 ・ＥＲＣリエゾンは東京支社勤務者（東京在住）より要員を選出する。具体的には、ＥＲ

Ｃプラント班のフロントラインのサポートに東京支社技術課のうち原子力部門の要員、

バックヤードのサポートには東京支社技術課およびその他の課の要員から選出する。

（東京支社の要員 技術課原子力部門：３名、その他：５名） 

 ・ＥＲＣリエゾンとなる東京支社技術課およびその他の課の要員に対しては、以下を実施

することにより、リエゾン活動の習熟を図る。 

   ａ．防災教育（2023年12月実施予定） 

ｂ．他社事業者防災訓練における評価または視察（ＥＲＣリエゾン） 

ｃ．自社事業者防災訓練へのＥＲＣリエゾンとしての参加 

 ・上記については、社内マニュアルにて明文化している。 

 

  なお、原子力保安研修所（松山原子力本部含む）および東京支社の勤務者については、

宿直体制または近隣に宿舎等を確保する等の運用を実施していないが、夜間・休日はそれ

ぞれ待機当番を確保しており、トラブル等が発生した場合は、伊方発電所の宿直当番（連

絡責任者）から連絡を受けて出社できる体制としている。 

また、上記と合わせて伊方発電所の宿直当番（連絡責任者）からの招集連絡により、他

の要員が参集することとしている。 

 

 ②訓練時の要員配置 

 ＜ＥＲＣ説明者＞ 

・以下表のとおり、原子力保安研修所勤務者から選出しており、実発災時にも対応でき
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る要員である。また、要員の育成を図るためメインスピーカーは未経験者を選出して

いる。 

ＥＲＣ説明者 
事業者防災訓練における対応実績 

（ ）内は所属 

メインスピーカー： 

［プラント状況（モニタリング関係）、

ＥＡＬ、事象進展予測］ 

なし 

（原子力本部 原子力保安研修所 

原子力安全リスク評価グループ） 

サブスピーカー①： 

［運転関係、戦略関係］ 

2022年度 メインスピーカー① 

（原子力本部 原子力保安研修所 

原子力安全リスク評価グループ） 

（参考） 

サブスピーカー②： 

［メインスピーカー補助、ＥＡＬ確認］ 

なし 

（原子力本部 原子力保安研修所 

運転訓練グループ） 

 

 ＜ＥＲＣリエゾン＞ 

  ・以下表のとおり、東京支社勤務者から選出しており、実発災時にも対応できる要員で

ある。 

ＥＲＣリエゾン 
事業者防災訓練における対応実績 

（ ）内は所属 

ＥＲＣリエゾン①： 

（フロントライン） 

なし 

（東京支社 技術課） 

ＥＲＣリエゾン②： 

（バックヤード） 

2022年度 ＥＲＣリエゾン② 

（東京支社 技術課） 

 

③実発災を想定した配置 

  ・上記②のとおり、全ての要員が実発災時にも対応できる要員であり、「実発災を想定

した配置」に該当する。 

 

＜関連資料＞ 

 別紙－１０ ＥＲＣ対応班 ＥＲＣ説明者およびＥＲＣリエゾン対応要員リスト 
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【確認事項】 

指標３：情報共有のためのツール等の活用 

３－１ プラント情報表示システムの使用 

〇使用するプラント情報表示システムを確認する（実発災時とシステムの差異も確認す

る） 

３－２ リエゾンの活動 

〇事業者が定めるリエゾンの役割を確認する 

３－３ ＣＯＰの活用 

〇ＣＯＰの作成・更新のタイミング、頻度を確認する 

３－４ ＥＲＣ備付け資料の活用 

○ＥＲＣ備付資料の更新状況を確認する 

 

【説 明】 

３－１ プラント情報表示システムの使用 

・ＳＰＤＳ訓練用模擬パラメータを使用し、即応センターと模擬ＥＲＣで同一画面

での情報共有を実施する。 

・実発災時はＳＰＤＳとＥＲＳＳを併用した情報共有となる。 

 

３－２ リエゾンの活動 

リエゾンの役割は以下のとおりである。 

・ＥＲＣプラント班への情報提供（説明資料の配布または補足、備付資料の活用等） 

・ＥＲＣプラント班の意向等を即応センターへ伝達（質問対応含む） 

    ・時系列システムまたは電話を活用した情報連携 

    ・ＳＰＤＳを活用した状況把握 

    ・通報ＦＡＸ着信の確認依頼 
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３－３ ＣＯＰの活用 

ＣＯＰの作成開始基準、更新頻度は下表のとおりである。 

COP 名称 作成開始基準 更新頻度 

COP-1 戦略共有シート 故障事故処理内規（二部）適用 
事象進展状況を踏まえて更新

（以降、定期的に更新） 

COP-2 
伊方発電所３号機 

概略系統図（DB) 
故障事故処理内規適用 プラント状態の変化の都度 

COP-3 
伊方発電所３号機 

概略系統図（DB＋SA＋特重) 
非常準備体制（ＡＬ）以上 プラント状態の変化の都度 

COP-4 
伊方発電所 

所内電源系統図 
故障事故処理内規適用 プラント状態の変化の都度 

COP-5 事象進展解析結果 非常体制（ＳＥ）以上 解析実施の都度 

COP-6 
伊方発電所３号機 

使用済燃料ピット温度予測 
３号機のＳＦＰ冷却機能喪失 予測実施の都度 

COP-7 

伊方発電所３号機 

概略系統図（DB＋SA＋特重) 

_停止時 

故障事故処理内規（停止時編）適用 プラント状態の変化の都度 

COP-8 事象進展予測結果_停止時 非常体制（ＳＥ）以上 予測実施の都度 

    なお、状況に応じて適宜、ＥＲＣ対応班が手書き修正する。 

 

３－４ ＥＲＣ備付資料の活用 

    ＥＲＣ備付資料の更新状況は以下のとおりである。 

    ・ページ番号付番開始箇所変更  

     （変更前）本文より 

     （変更後）表紙より 

・別紙－１ ＥＡＬ判断フローに「号機」および「時刻」記載欄追加 

・ＣＯＰ－３に常用設備（Ｓ／Ｇ水張ポンプ）の記載追加 

・別紙－２－７にモニタリングポスト電源供給元の記載追加 

・事業者防災業務計画修正の反映 

・その他（記載の適正化、図面の 新化等） 
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【確認事項】 

 

【説 明】 

（①通報文の正確性） 

○通報ＦＡＸ送信前の通報文チェック体制、通報文に誤記等があった際の対応 

・作成した通報文は、発電所情報連絡班がセルフチェックし、その後に情報連絡班長 

が送信前の 終チェックを実施する。 

・通報文に誤記等を確認した場合は、送信した通報連絡文（原紙）のコピーに該当箇所

が分かるように二重線で見え消しまたはマーキングし、通報番号を新たに採番、訂正

報であることを明記したうえで再送信する。 

○発出したＥＡＬが非該当となった場合の対応 

・第２５条報告の様式を用いて応急処置の概要として通報連絡を実施する。 

○通報に使用する通信機器の代替手段 

・原子力規制庁殿への通報文のＦＡＸ方法は以下のとおりとする。 

No. 通信機器 回  線 

１ 外線ＦＡＸ 一般回線 

２ ＩＰ－ＦＡＸ（地上系） 統合原子力防災ＮＷ（地上系） 

３ ＩＰ－ＦＡＸ（衛星系） 統合原子力防災ＮＷ（衛星系） 

４ 内線ＦＡＸ 光回線または多重無線回線（マイクロ回線））

⇒本店本部経由 

 

指標４：確実な通報・連絡の実施 

（①通報文の正確性） 

○通報ＦＡＸ送信前の通報文チェック体制、通報文に誤記等があった際の対応を確認す 

 る 

○発出したＥＡＬが非該当となった場合の対応を確認する 

○通報に使用する通信機器の代替手段を確認する 

（②ＥＡＬ判断根拠の説明） 

○ＥＡＬ判断根拠の説明方法（情報の入手や説明資料など）を確認する 

（③１０条確認会議等の対応） 

○１０条確認会議、１５条認定会議の事業者側対応予定者の職位・氏名を確認する 

（④第２５条報告） 

 ○２５条報告の発出タイミングの考え方を確認する 

 ○訓練事務局側が想定する、今回訓練シナリオ上の２５条報告のタイミング、報告内容

（発生事象と対応の概要、プラント状況、放出見通し／状況、モニタ・気象情報な

ど）、回数（訓練シナリオ中の記載されているか）を確認する 

なお、①及び④の通報文は、送信操作だけではなく送付先に着信していない場合は「確

実な通報・連絡の実施」に該当しない。 

9
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（②ＥＡＬ判断根拠の説明） 

  ○ＥＡＬ判断根拠の説明方法（情報の入手や説明資料など） 

・「情報共有のための情報フロー」の「ＥＡＬに関する情報」のとおりに入手する。 

・ＥＲＣ対応班よりＥＲＣ備付資料にある「ＥＡＬ判断フロー」用いて説明する。 

 

（③１０条確認会議等の対応） 

  ○１０条確認会議、１５条認定会議の事業者側対応予定者 

職位：取締役 副社長執行役員 原子力本部長 

氏名： 

 

（④２５条報告） 

○２５条報告の発出タイミングの考え方 

・基本的には、特定事象該当判断から３０分～１時間以内に報告、以降、１時間以内の

間隔で定期的に報告することを目標とする。 

・プラント状況の変化等と重なった場合は、事故対応を優先する。 

  ○訓練事務局側が想定する今回訓練シナリオ上の２５条報告のタイミングおよび回数 

   ・タイミング：対応処置を実施した後 

・回数： 
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【確認事項】 

指標５：前回訓練の訓練課題を踏まえた訓練実施計画等の策定 

○訓練実施計画が、前回訓練の訓練結果を踏まえ、問題・課題に対する改善策が有効に機

能するものであるか検証できる計画（訓練実施項目、訓練シナリオ等）となっているこ

とを確認する 

○訓練時における当該改善策の有効性の評価・確認の方法（例えば、訓練評価者が使用す

る評価チェックリスト（改善策の有効性を検証するための評価項目、評価基準などが明

確になっているもの）が作成されていることなど）を確認する 

○課題の検証につき、社内自主訓練・要素訓練、他発電所の訓練で対応している場合は、

その検証結果を確認する 

○今年度の訓練で課題検証を行わない場合にあっては、その理由と検証時期の説明、中期

計画等への反映状況を確認する。また、今年度の訓練で課題検証を行わずとも緊急時対

応に直ちに問題は無いことを確認する 

 

【説 明】  

○問題・課題に対する改善策の検証できる計画 

 以下の改善策および今年度の訓練目標が検証できる訓練シナリオを作成。 

問 題 改  善  策※ 検証計画・確認方法 

ＥＲＣプラン

ト班に対し、

一部情報がタ

イムリーに連

携できていな

かった。 

＜原因＞ 

社内マニュアルにおいて、プラントに関する重要情報（プラ

ントトリップ等）およびＥＡＬ（特にファーストヒットとな

るＳＥ，ＧＥ）判断情報については、“重要度の高い情報”と

して扱うことを規定しているが、火災・傷病者情報について

は規定していなかった。また、ＥＲＣ対応班では、同情報を以

下理由により緊急に連携しなくても問題ないと判断した。 

・火災情報 

予備変圧器が既に使用不可となっていたことから火災の影

響は限定的であり、かつ当該設備が屋外に設置され、コン

クリート壁により隔離されているため延焼の可能性は低

い。 

・傷病者情報 

傷病者には意識があった。更には、上記情報を入手した時

点では、ＥＲＣプラント班からの質問対応等を優先したた

め、情報連携が遅くなってしまった。 

＜対策＞ 

情報の重要度を再整理し、社内マニュアルに定めてＥＲＣ対

応班に周知した。 

２０２３年度の原子

力防災訓練にて確認

する。 

  ※今後の原子力災害対策に向けた改善点 
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＜関連資料＞ 

別紙－１ ２０２３年度 四国電力伊方発電所防災訓練（総合訓練）実施計画概要（案） 

  別紙－３ 訓練項目・訓練内容・評価基準 

 

○改善策の有効性の評価・確認の方法 

別紙に基づき説明する。 

＜関連資料＞ 

 別紙－２ 昨年度訓練において抽出した課題に対する改善内容の検証 
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【確認事項】 

指標６：シナリオの多様化・難度 

○訓練シナリオのアピールポイントを確認する 

○シナリオ多様化に関し、付与する場面設定を確認する 

○訓練プレイヤーへ難度の高い課題をどのように与えているかを確認する 

 

【説 明】  

○アピールポイント 

○場面設定 

○訓練プレイヤーに与える課題 

   別紙に基づき説明する。 

  ＜関連資料＞ 

   別紙－４－１ ２０２３年度 総合訓練シナリオ説明資料 

   別紙－４－２ ２０２３年度 総合訓練シナリオ 

   別紙－４－３ 判断分岐フロー 
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【確認事項】 

指標７：現場実動訓練の実施 

○現場実動訓練の実施内容を確認する 

○事故シナリオに基づき実施する緊急時対策所の活動との連携を確認する 

○他原子力事業者評価者の受け入れ予定を確認する 

 

【説 明】 

○現場実動訓練の実施内容 

・以下の   の作業について、実動訓練を実施する（予定）。また、一部訓練には不測の

事態発生時における認知、判断および対応能力を向上させるため、マルファンクション

を付与する。 

活動班 作   業 マルファンクション 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

   

 

  

  

 

 

  ＜関連資料＞ 

   別紙－４－１ ２０２３年度 総合訓練シナリオ説明資料 

 

○事故シナリオに基づき実施する緊急時対策所の活動との連携 

・シナリオと連動し、災害対策本部の指示にて現場活動を展開する。また、現場活動で実施

する作業の完了時刻に応じた訓練を実施する。 

 

○他原子力事業者評価者の受け入れ予定 

・他事業者（調整中）より、伊方発電所（緊急時対策所および現場）、松山原子力本部（即

応センター）およびＥＲＣの計４か所に評価者を受け入れ予定。 
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【確認事項】 

指標８：広報活動 

○評価要素①～⑤それぞれについて、対応、参加等の予定を確認する 

①ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応 

②記者等の社外プレイヤーの参加 

③他原子力事業者広報担当等の社外プレイヤーの参加 

④模擬記者会見の実施 

⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信 

 

【説 明】 

○以下のとおり対応する。 

①ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応 

・当社コントローラを模擬ＥＲＣ広報班役として連動したプレス対応を実施予定。 

 

②記者等の社外プレイヤーの参加 

・電気新聞が模擬記者会見の記者役として参加予定（調整中）。 

 

③他原子力事業者広報担当等の社外プレイヤーの参加 

・他原子力事業者の広報担当者が記者役として参加予定（調整中）。 

 

④模擬記者会見を実施 

 ・模擬記者会見を実施予定（上記②および③も参加予定）。 

 

⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信 

・模擬ホームページの掲載を実施予定。 
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【確認事項】 

指標９：緊急時対応組織の能力の向上 

9-1 緊急時対応組織の実効性向上に係る中期計画 

○実発災時に予め原子力事業者防災業務計画に定められた活動が網羅的に実施されるよ

う、訓練の中期計画及び年度計画が策定され、計画的に訓練に参加する組織の範囲、

目的及び実動訓練の内容等が選定されているか確認する。 

※指標9-1 については、現状、参考としての位置付けで掲載しているものであり、

将来的には中期計画に関する評価指標として独立させたうえで運用開始予定。 

 

9-2 緊急時対応組織の実効性向上に係る年度計画 

○年度計画は、中期計画に基づき、訓練に参加する緊急時対応組織の範囲、目標、実動

訓練の内容等が選定されているか確認する。 

 

9-3 緊急時対応組織の実動訓練 

○中期計画に基づき、実動訓練の参加組織あるいは参加者は実発災時の活動を想定し、

広範囲かつ適切に設定されているか確認する。 

 

9-4 緊急時対応組織の実効性向上に係るより現実的な実動を伴う訓練設定 

○中期計画や年度計画に示された目標やねらいに応じ、発災規模を適切に設定し、その範

囲内での活動を想定した上で、より現実的が確保された実動を伴うシナリオや状況が設

定されているか確認する。 

 

9-5 緊急時対応組織の実効性向上に係る支援活動の実施 

○訓練時に設定した発災規模の範囲で緊急時対応組織の活動を想定し、訓練が広範囲にわ

たる組織間において適切な連携の下、計画通りに実施されたか確認する。また、評価の

ため、行動内容（計画に実施できたこと、できなかったこと及び新たに見つかった問

題）の記録がとられていることを確認する。 

 

【説 明】 

9-1 緊急時対応組織の実効性向上に係る中期計画 

〇２０２３年度評価対象外のため省略。 

9-2 緊急時対応組織の実効性向上に係る年度計画 

9-3 緊急時対応組織の実動訓練 

9-4 緊急時対応組織の実効性向上に係るより現実的な実動を伴う訓練設定 

9-5 緊急時対応組織の実効性向上に係る支援活動の実施 

  ○別紙に基づき説明する。（指標９に関する説明は別途実施する。） 

  ＜関連資料＞ 

   別紙－１３ 指標９：緊急時対応組織の能力の向上 
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【確認事項】 

指標１０：訓練への視察など 

（①他原子力事業者への視察） 

  〇他事業者への視察実績、視察計画を確認する 

（②自社訓練の視察受け入れ） 

〇自社訓練の視察受け入れ計画（即応Ｃ、緊対所それぞれの視察受入れ可能人数、募 

集締め切り日、募集担当者の氏名・連絡先）を確認する 

（③ピアレビュー等の受入れ） 

〇ピアレビュー等の受入れ計画（受入れ者の属性、レビュー内容等）を確認する 

（④他原子力事業者の現場実動訓練への視察） 

〇視察又は評価者としての参加の実績、予定を確認する 

 

【説 明】 

（①他原子力事業者への視察） 

○他事業者への視察実績、視察計画 

 ・他原子力事業者を視察する実績は下表のとおりであり、今後も各社からの視察案内

があれば申し込みを実施して視察予定である。（評価者実績は含んでいない。） 

  ＜統原防視察＞ 

対 象 年月日 事業者 発電所 

即応センター 2023.09.01 東京電力 HD 福島第一・第二 

即応センター 2023.09.22 関西電力 美浜 

即応センター 2023.11.24 中国電力 島根 

即応センター 2023.12.08 日本原電 敦賀 

 

  ＜ＤＶＤ視察＞ 

対 象 年月日 事業者 発電所 

即応センター 2023.09.22 関西電力 美浜 

緊対所 2023.09.22 関西電力 美浜 

 

  ＜現場視察＞ 

対 象 年月日 事業者 発電所 

即応センター 2023.11.24 中国電力 島根 

 

  ＜ＥＲＣ視察＞ 

対 象 年月日 事業者 発電所 

ＥＲＣ(※) 2023.12.08 日本原電 敦賀 

   ※通常の視察（１名）およびチーム視察（計４名） 
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（②自社訓練の視察受け入れ） 

  ○自社訓練の視察受け入れ計画 

   ・松山即応センターおよび伊方発電所緊急時対策所について、他事業者の視察を受け

入れ予定 

視察受け入れ 

可能人数 

松山即応センター           ：調整中 

伊方発電所 緊急時対策所および現場実動：調整中 

募集締め切り日 調整中 

募集担当者の 

氏名・連絡先 

 

 

（③ピアレビュー等の受入れ） 

○ピアレビュー等の受入れ計画 

   ・松山即応センター、伊方発電所（緊急時対策所、現場）および模擬ＥＲＣに、他事業

者（調整中）から評価者を受け入れ予定。 

 

（④他原子力事業者の現場実動訓練への視察） 

  ○視察または評価者としての参加の実績、予定 

年月日 事業者 発電所 参加状況 

2023.09.22 関西電力 美浜 現地評価 
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【確認事項】 

指標１１：訓練結果の自己評価・分析 

○訓練実施及び訓練結果の自己評価において、【C】適切に検証・評価がされ、【A】評価に

したがって改善すべき事項が抽出され、具体的な対策の方針を定めているか確認する。 

 

【説 明】 

○問題の分析だけではなく、良好事例も含めた自己評価・分析を実施する。 
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【確認事項】 

備考：訓練参加率 

○発電所参加予定人数（うち、コントローラ人数）を確認する 

○即応センター参加予定人数（うち、コントローラ人数）を確認する 

○リエゾン予定人数を確認する 

○評価者予定人数を確認する 

 

【説 明】 

○発電所参加予定人数（うち、コントローラ人数） 

○即応センター参加予定人数（うち、コントローラ人数） 

 ・下表のとおり参加予定。 

場 所 参加予定人数 (うち、コントローラ人数) 

発電所 １１０名程度 ３０名程度（※） 

災害対策本部（松山） ６０名程度 ３名程度 

災害対策本部（高松） ４０名程度 ８名程度（※） 

東京支社災害対策本部     ５名程度 － 

     ※評価者兼務含む 

 

○リエゾン予定人数 

  ・ＥＲＣプラント班リエゾン     ２名 

  ・ＥＲＣ広報班リエゾン       １名 

  ・リエゾンに対してのコントローラ  １名 

 

○評価者予定人数 

場 所 参加予定人数 

発電所 ５名程度 

災害対策本部（松山） ９名程度 

災害対策本部（高松） ７名程度 

東京支社災害対策本部 １名程度 

ＥＲＣ １名程度 
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【確認事項】 

備考：中期計画の見直し 

○見直し状況、見直し内容、今年度訓練実施計画の位置づけを確認する 

○見直し後の中期計画を確認する 

○前回訓練の訓練報告書提出以降から次年度訓練まで対応実績・スケジュール（作業フロ

ーなど）について、以下のＰＤＣＡの観点で概要を確認する 

  【観点】前回訓練の訓練報告書提出から今回訓練までと今回の訓練を踏まえた［Ｃ］

及び［Ａ］、中期計画及び原子力防災業務計画への反映［Ｐ］の時期 

［Ｃ］訓練報告書のとりまとめ時期 

［Ａ］対策を講じる時期 

－具体的な対策の検討、マニュアル等へ反映、周知・教育/訓練など（昨年

度の訓練実施結果報告書に掲げた各課題についての対応内容、スケジュー

ルがわかるように記載すること） 

－原子力事業者防災業務計画への反映の検討事項・時期（定期見直し含む） 

［Ｐ］中期計画等の見直し事項・時期、次年度訓練計画立案時期 

○前回訓練実施後の面談時に確認したＰＤＣＡ計画を確認する 

 

【説 明】 

○別紙に基づき説明する。 

  ＜関連資料＞ 

   ・別紙－１１ 総合訓練ＰＤＣＡ実施要領および活動スケジュール 

・別紙－１２ 訓練中長期計画 
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【確認事項】 

備考：シナリオ非提示型訓練の実施状況 

○開示する範囲、程度（一部開示の場合、誰に／何を開示するのか具体的に記載）及びそ

の設定理由を確認する 

 

【説 明】 

○開示する範囲、程度及びその設定理由 

・コントローラおよび評価者以外にはシナリオを開示しない。 
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【確認事項】 

備考：訓練統制 

○パラメータ設定の誤りや訓練コントローラの不適切な介入（条件付与）等の訓練コント

ローラの不備により、参加者において混乱が生じるなど、訓練統制上のトラブルが起き

ていないか確認する。 

 

【説 明】 

○訓練統制上のトラブル発生防止 

・シナリオおよび状況付与計画は、事前に発電所、松山および高松のコントローラ間で認

識統一を実施する。 

 ・訓練パラメータの内容は、事前に伊方発電所内のパラメータ作成担当および総括コント 

ローラが別々にダブルチェックし、更に松山および高松のコントローラがチェックする。 

・シナリオの進行に大きな影響を与える予定外の状況付与を実施する場合は、各拠点のコ

ントローラ間で情報連携、対応を検討したうえで付与する。 
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【確認事項】 

補足：事業者とＥＲＣの訓練コントローラ間の調整事項 

○ＥＲＣ広報班との連動の有無 

○ＴＶ会議接続先（即応Ｃ、ＯＦＣ、緊対所） 

○リエゾンの人数（プラント・広報）、入館時刻、訓練参加タイミング 

○訓練終了のタイミング、その後の振り返りの要否 

○ＥＲＳＳ使用に係る当庁情報システム室との調整状況 

○事前通信確認実施の要否 

○即応センターコントローラの所属、氏名、連絡先 

○ＥＲＣ対応者の職位、氏名 

○訓練時、メールを利用したＥＲＣプラント班への資料提供の実施の有無 

 

【説 明】 

今回は、規制庁ＥＲＣプラント班スペースに模擬ＥＲＣを設置して訓練させていただきた

い。（模擬ＥＲＣ役：九州電力） 

○ＥＲＣ広報班との連動の有無 

・無し。（模擬ＥＲＣによる訓練） 

 

○ＴＶ会議接続先 

  以下、４か所を接続していただきたい。 

・松山即応センター１ （ノーマル） 

・高松即応センター１ （シークレット） 

・ＯＦＣ 全体会議室 （シークレット） 

・ＯＦＣ 予備システム（シークレット） 

 

○リエゾンの人数（プラント・広報）、入館時刻、訓練参加タイミング 

・リエゾンの人数 ＥＲＣプラント班 ２名  ＥＲＣ広報班 １名 

・コントローラの人数 １名 

・入館時刻 別途調整させていただきたい。（諸準備のため、午前中の入館を希望） 

（パソコンの設定等があるため、事前に入館する。） 

・訓練参加タイミング １３時４０分～ 

（連絡が入り、支社からＮＲＡへの移動を想定する。） 

 

○訓練終了のタイミング、その後の振り返りの要否 

  ・全ての状況付与が完了した後、訓練の進捗と合わせて松山即応センターのコントロー

ラーがＴＶ会議を通して訓練終了を宣言する。 

  ・訓練終了後、模擬ＥＲＣプラント班との振り返りを実施する。（予定） 

 

24



25 
 

○ＥＲＳＳ使用に係る当庁情報システム室との調整状況 

・無し（ＳＰＤＳ－Ｗｅｂを使用） 

○事前通信確認実施の要否 

・要 

 

○即応センターコントローラの所属、氏名、連絡先 

 ・松山即応センター 

   原子力本部 管理グループ 副リーダー 

原子力本部 管理グループ 担当     

  ・高松即応センター 

   原子力部 運営グループ  副リーダー  

   原子力部 運営グループ  担当     

 

○ＥＲＣ対応者の職位、氏名 

  原子力保安研修所 原子力安全リスク評価グループ グループリーダー  

  原子力保安研修所 原子力安全リスク評価グループ 副リーダー     

 

○訓練時、メールを利用したＥＲＣプラント班への資料提供の実施の有無 

・無し。 
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1 

別紙－１ 

 

２０２３年度 四国電力伊方発電所 防災訓練（総合訓練）実施計画概要（案） 

 

 

１．中期計画上の今年度訓練の位置づけ 

伊方発電所の訓練中長期計画は、原子力防災組織に求められる対応能力向上のため、６カ

年の期間の中で種々の主要事象を網羅した訓練を計画するものである。今年度は６カ年の２

年目にあたる。 

同計画に基づき今年度訓練の主要事象は                を選定する。 

本計画においては、訓練評価項目も定めており、毎年同じ評価項目を用いて評価すること

で、対応能力のトレンド把握および対応能力の向上に努めている。 

  

２．今年度の訓練目的、達成目標 

（１）訓練目的 

ａ．重大事故等の発生の想定においても、原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有

効に発揮することを確認する。 

ｂ．昨年度までの訓練結果を踏まえた、課題に対する改善活動の有効性を確認する。 

 

（２）達成目標 

a1．発生した事象に対して各所が速やかに災害対策本部を設置し、各本部が連携して事態に

対処できること。 

a2．伊方発電所の災害対策本部は発災状況等の必要な情報を整理して他の災害対策本部等へ

発信できること、他の対策本部は社外関係各所（原子力規制庁緊急時対応センター（以

下、「ＥＲＣ」という。）プラント班およびプレス関係者等）へ情報を遅滞なく連携できる

こと。 

ｂ．昨年度訓練において抽出した課題に対する改善内容が有効に機能していること。 

 

３．主な検証項目 

昨年度訓練において抽出した重要度の高い課題は以下の１件であり、その他の課題も含

め、本訓練において改善内容の検証を行う。改善内容および評価方法は、別紙－２に記載す

る。 

 

（１）ＥＲＣプラント班に対し、一部情報がタイムリーに連携できていなかった 
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2 

４．実施・評価体制 

（１）実施体制 

本店
災害対策本部（高松）

東京支社
災害対策本部（東京支社)

災害対策総本部
原子力施設事態即応センター伊方発電所

社外関係機関

（模擬）
通報連絡（模擬）

情報連絡

情報連絡

支援

情報連絡

支援

通報連絡

統合原子力防災

ネットワーク接続

情報連絡

派遣

災害対策本部

現地活動班

報告指示
情報連携

松山原子力本部
災害対策本部（松山）

緊急時対応センター

（ＥＲＣ）

統合原子力防災

ネットワーク接続

事業者間協力協定事業者
（幹事会社）

原子力緊急事態支援組織
（美浜原子力緊急事態支援センター）

通報連絡・支援要請

オフサイトセンター

プラントチーム

情報連携

後方支援拠点

情報連携

 

 

（２）評価体制 

ａ．社内評価者は、訓練対象者以外から選任し、伊方発電所、松山原子力本部、東京支社お

よび本店の拠点に配置。 

ｂ．社外評価者は、他事業者（調整中）より、伊方発電所（緊急時対策所および現場）、松山

原子力本部（即応センター）およびＥＲＣの計４か所に評価者を受け入れ予定。 

 

５．訓練の項目・内容（事業者防災業務計画の記載との整合）及び評価基準 

訓練の項目は下記のとおり。伊方発電所原子力事業者防災業務計画に定める（１）～

（８）の要素訓練の内容および評価基準については、別紙－４に記載する。それ以外の訓練

項目である（９）についての評価基準は、以下のとおり。 

（１）防災訓練 

（２）通報訓練 

（３）ＡＭ訓練 

（４）緊急時対応訓練 

（５）モニタリング訓練 

（６）原子力災害医療訓練 

（７）避難誘導訓練 

（８）緊急事態支援組織対応訓練 

（９）その他 

ａ．後方支援活動訓練 

ＳＥ事象発生からの後方支援拠点の立ち上げが滞りなく実施でき、後方支援拠点運営に

必要な情報連携が本店関係個所と実施できていることを確認する。 

ｂ．オフサイトセンタープラントチーム活動訓練 

オフサイトセンター配備の統合原子力防災ネットワークに接続している通信機器および

社内通信機器にて情報収集し、会議資料を作成する。作成した資料に、必要な事項が正

確に記載できていることを確認する。 
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ｃ．広報活動訓練 

災害発生後に社外へ向けた災害対応に係る広報活動を行い、社外へ必要な情報提供が正

確に実施できていることを確認する。 

 

６．訓練シナリオ 

（１） 訓練想定 
ａ．訓練日時 

２０２４年２月２日（金）１３時００分～１６時３０分（予定） 
ｂ．対応場所 

伊方発電所 

本店（災害対策本部（高松）） 

松山保安研修所（災害対策本部（松山）） 

東京支社（東京支社災害対策本部） 

オフサイトセンター（プラントチーム） 

ｃ．プラント運転状態 
１号機 廃止措置中（使用済燃料全数取出） 
２号機 廃止措置中（冷却告示） 
３号機 通常運転中 

ｄ．事象想定 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ｅ．訓練方法 
シナリオ非提示型とし、コントローラがシナリオ進行に必要な状況付与を実施する。訓

練時間のスキップはなし。 
パラメータの伝送については、ＳＰＤＳ－Ｗｅｂの訓練モードを用いる。 

 
（２）訓練シナリオ 

別紙－５参照。 
 

 

以 上 
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別紙－２ 

 

昨年度訓練において抽出した課題に対する改善内容の検証 

 

 昨年度の四国電力伊方発電所 防災訓練（総合訓練）（2022 年 12 月 9 日実施）にて抽出した改

善策について、有効に機能するものであるか以下の検証を実施する。 

 

１．重要度の高い問題に対する原因分析および改善策（今後の原子力災害対策に向けた改善点） 

Ｎｏ．１ 

（１）問題 

   ＥＲＣプラント班に対し、一部情報がタイムリーに連携できていなかった。 

 

（２）原因分析 

   社内マニュアルにおいて、プラントに関する重要情報（プラントトリップ等）およびＥＡ

Ｌ（特にファーストヒットとなるＳＥ，ＧＥ）判断情報については、“重要度の高い情報”

として扱うことを規定しているが、火災・傷病者情報については規定していなかった。 

   また、ＥＲＣ対応班では、同情報を以下理由により緊急に連携しなくても問題ないと判断

した。 

・火災情報 

予備変圧器が既に使用不可となっていたことから火災の影響は限定的であり、かつ当

該設備が屋外に設置されコンクリート壁により隔離されており延焼の可能性は低い。 

・傷病者情報 

傷病者には意識があった。 

更には、これらの情報を入手した時点では、ＥＲＣプラント班からの質問対応等を優先し

たため、情報連携が遅くなってしまった。 

なお、火災・傷病者の情報については、ＥＲＣ対応班に適時適切に連携されており、情報

フローに問題は無かった。 

 

（３）改善策 

   情報の重要度を再整理し、社内マニュアルに定めてＥＲＣ対応班に周知（2023 年 9 月 8日

実施）するとともに、今後の社内訓練を通して習熟を図っていく。 

 

（４）検証 

   訓練評価書に以下評価項目を追加し、評価者の訓練観察により検証する。 

 

    ＜評価項目＞ 
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２．その他の問題に対する原因および改善策 

No. 抽出した問題とその原因 改善事項 検証 

１ 

（問題） 

緊対所内において、高松本店か

らの音声が聞き取りづらい場面

があった。 

（原因） 

社内ＴＶ会議システムを立ち上

げた際の音量調整が上手くでき

ておらず、同システムの音量が

小さかった。 

（伊方） 

緊急時対策所の立ち上げ手順を

定めた社内マニュアルに、社内

ＴＶ会議システムの音量調整の

項を追加し、社内周知・教育す

る。 

 

２ 

（問題） 

ＧＥに到達した際の事象進展解

析に関する十分な説明ができて

いなかった。 

（原因） 

今回のシナリオのように炉心冷

却が維持できている状況におけ

る事象進展解析の具体的な要領

が明確になっていなかった。 

（松山） 

様々の事象における事象進展解

析について、タイミング、実施

要領および結果（COP5）の活用

等について、オンサイト対応だ

けでなくオフサイト対応の視点

にも立った整理およびマニュア

ル化を行い、今後の訓練におい

て習熟を図っていく。 

 

 

 

３ 

（問題） 

ブリーフィング開始までにＣＯ

Ｐが各班に配布できていないこ

とがあった。 

（原因） 

ＣＯＰは更新する毎に紙で印刷

し、関係者に配布しているた

め、各班への連携はできている

ものの、ＣＯＰ更新がブリーフ

ィング開始と重複した場合に、

印刷および配布に係る時間だけ

ＣＯＰの配布が遅れてしまっ

た。 

 

（高松） 

各班が認識できる大型表示ディ

スプレイを用いて、ブリーフィ

ング時等には、必要なＣＯＰを

適宜表示する運用とし、紙の配

布の完了を待たずに必要なＣＯ

Ｐが確認できる運用とする。そ

の運用は、大型表示ディスプレ

イを用いる電子黒板システムの

立ち上げ手順を定めた社内マニ

ュアルに追加し、社内周知・教

育する。 
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No. 抽出した問題とその原因 改善事項 検証 

４ 

（問題） 

取り扱う資料の物量が今以上に

増加した場合、資料の識別管理

ができなくなる可能性がある。 

（原因） 

資料を管理するためのレターボ

ックスの棚数が資料の種類より

も少なかった。 

（東京） 

レターボックスの数を増やし、

資料の種類ごとに専用のレター

ボックスに仕分ける。 

 

５ 

（問題） 

時限で条件成立する等の予測可

能なＥＡＬにおいて、ＥＡＬ判

断に関する情報連携（事前アナ

ウンス）が不十分であった。 

（原因） 

ＧＥ条件成立の 15 分前に成立

の可能性があることを説明済で

あったこと、また社内マニュア

ル等での定めていなかったこと

から、ＥＲＣ対応班では直前の

情報連携は必要と考えていなか

った。 

（松山） 

直前にもアナウンスを行うよう

社内マニュアルへ定めるととも

に、時限で条件成立するＥＡＬ

に対し、ＥＲＣ対応班の要員に

時間管理する役割（タイムキー

パー）を付加する。 

 

６ 

（問題） 

地震発生（ＡＬ）前後のプラン

ト状態の記載が誤っていた。

（地震影響とそれに付随した設

備不具合によりプラント状態が

変化しており、それを考慮して

記載すべきであった） 

（原因） 

ＡＬの発生前後の状態を記載す

る際に作成者およびチェック者

は、ＡＬ該当となった地震発生

前後におけるプラント状態の変

化を記載するものであると考え

ていた。 

（伊方） 

通報連絡ＦＡＸの記載方法を定

めた社内マニュアルに、「事象

が発生した都度、その事象の発

生前後の原子炉の状態を囲む」

と記載しているが、補足として

「その事象の波及影響により直

ちに状態変化した場合はそれも

含むこと」との一文を追記し、

社内周知・教育する。 
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No. 抽出した問題とその原因 改善事項 検証 

７ 

（問題） 

模擬プレスにあたり、事前にプ

ラント状況の情報を正しく要点

を整理するのに苦慮した。 

（原因） 

プレス対応する県庁派遣班にお

いては、情報の詳細確認や疑問

点を問い合わせする手段がなか

った。 

（松山） 

県庁派遣班から技術的な質問が

できるルート（ホットライン）

を新たに設ける。 
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別紙－３ 

訓練項目・訓練内容・評価基準 

訓練項目 訓練内容 評価基準 

（１）防災訓練 放射性物質の放出を伴う事象を想定し、非常体制を発令

し、原子力防災要員および災害対策要員を非常招集し、

活動を行う。 

防災体制の発令や対策本部の体制確立の確認を滞りなく実施で

きていること。 

各機能班が社内規定に定める役割を滞りなく実施し、各拠点の

災害対策本部が有効に機能できていること。 

（２）通報訓練 発電所における原子力災害等の異常事象の発生を想定

し、原子力防災管理者、副原子力防災管理者、連絡責任

者および連絡当番者による通報連絡に係る活動を行う。 

原子力災害の発生について、原子力防災管理者よりＥＲＣへの

通報連絡および社内関係各所への情報連携が滞りなく実施でき

ていること。 

（３）ＡＭ訓練 アクシデントマネジメントを踏まえた事象を想定し、原

子力防災要員による活動を行う。 

全交流電源喪失状態からその後炉心損傷に進展する事象を想定

し、プラント状況の把握や事象進展予測といったアクシデント

マネジメント活動が実施できていること。 

（４）緊急時対応訓練 全交流電源喪失を想定し、原子力防災要員による活動を

行う。 

全交流電源喪失事象発生等の事象進展に応じた電源確保活動等

が滞りなく実施できていること。 

（５）モニタリング訓練 空間線量当量率測定用サーベイメータおよび汚染密度測

定用サーベイメータ等を用いて、緊急時のモニタリング

訓練等を行う。 

事象進展に応じた敷地内のモニタリング活動、モニタリングポ

ストの監視および気象情報の収集が滞りなく実施できているこ

と。 

（６）原子力災害医療訓練 管理区域内で負傷者が発生したことを想定して、負傷者

の搬出、汚染の除去および応急処置等の訓練を行う。 

負傷者の搬出、汚染の除去および応急処置等が滞りなく実施で

きていること。 

（７）避難誘導訓練 見学者来訪時に緊急事態が発生したことを想定して、避

難誘導の訓練を行う。 

伊方発電所構内および当社ＰＲ館の見学者に対する避難誘導が

適切に実施できていること。 

（８）緊急事態支援組織

対応訓練 

原子力緊急事態支援組織との連携について、原子力防災

要員および災害対策要員による活動を行う。 

美浜原子力緊急事態支援センターに対して災害状況の連携およ

び支援要請が適切に実施できていること。 
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２０２３年度 総合訓練シナリオ（Rev.1） 

前提条件：３号機定熱運転中 
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 2023年度　総合訓練シナリオ

備考

１、２号機　運転員１

１、２号機　運転員２

１、２号機　運転員３

（配管接続班３）

緊急時制御室操作員

水源確保班１

水源確保班２

水源確保班３

水源確保班４

水源確保班５

水源確保班６

（応援）水源確保班

電源確保班１

電源確保班２

電源確保班３

電源確保班４

配管接続班１

配管接続班２

配管接続班３

配管接続班４

配管接続班５

配管接続班６

（応援）配管接続班

アクセスルート確保班１

アクセスルート確保班２

災害対策本部

初期消火班（８名）

３号機　運転員１～８

モニタリング隊

2023.11.20 10:10 [Rev.9]

災害想定

通報ＦＡＸ
（想定）

通報連絡対応（ＥＡＬ）

想定事象
（３号機）

想定事象
（１，２号機、共用）

訓練開始 訓練終了

13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 17:3016:3016：00 17:00 18:00
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別紙－５

ＣＯＰ様式一覧
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ＣＯＰ (Common Operational Picture)

ＣＯＰ－１ 戦略共有シート

ＣＯＰ－２ 伊方発電所３号機 概略系統図（ＤＢ）

ＣＯＰ－３ 伊方発電所３号機 概略系統図（ＤＢ＋ＳＡ＋特重）

ＣＯＰ－４ 伊方発電所 所内電源系統図

ＣＯＰ－５ 事象進展解析結果

ＣＯＰ－６ 伊方発電所３号機 使用済燃料ピット温度予測

ＣＯＰ－７ 伊方発電所３号機 概略系統図（ＤＢ＋ＳＡ＋特重）_停止時

ＣＯＰ－８ 事象進展予測結果_停止時
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準備開始 準備完了 運転開始 準備開始 準備完了 給電開始

①
： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ：

②
： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ：

： ： ： 準備開始 準備完了 運転開始

： ： ： ： ： ：

③ ： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

炉
心
冷
却

※炉心損傷と判断すれば、事故収束戦略は「格納容器減圧／冷却」を優先する。

２

１

２

２

１

１

　【直流電源】

年 　月 　日　　　　：　　　　現在   

作業状況

３

４

３

４

１

対応手段【所要時間】 作業状況
括弧は予定時刻・下段は備考

３

対応手段【所要時間】優先順位

（
溶
融
炉
心
冠
水

）

格
納
容
器
減
圧
・
冷
却

【格納容器減圧・冷却】

３　号　機　戦　略　共　有　シ　ー　ト

優先順位

４

（メモ）

２

３

水
位
確
保

Ｓ
Ｆ
Ｐ

３

４

電
源
確
保

　【交流電源】

１

括弧は予定時刻・下段は備考
優先順位

２

【蒸気発生器給水】

【炉心注水】

２

１

対応手段【所要時間】 作業状況
括弧は予定時刻・下段は備考

ＣＯＰ－１
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Ａ

Ｂ

ＲＣＰ

Ｒ／Ｖ
ループＣ

ＳＩＰ

ＣＳＰ

Ａ

Ｐｚｒ逃がし弁

Ｐｚｒ逃がしタンク

　年　 　月 　　日 　　 :      現在伊方発電所３号機　概略系統図（ＤＢ）ＣＯＰ－２

○：運転中/開
×：故障中/閉/隔離中
△：条件付で運転可能
　　（準備中、サポート系の停止等）

Ａ

Ｂ

％

％

再循環サンプ水位（広域）

ＣＨＰ

ループＢ

ＲＨＲＰ

ＡＣＣ

ＣＣＷＰ
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

ＳＷＰ
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

原子炉トリップ

タービントリップ

発電機トリップ

  安全注入

Ｃ／Ｖスプレイ

Ｃ／Ｖ隔離Ａ（Ｔ信号）

Ｃ／Ｖ換気系隔離（Ｖ信号）

中制室換気系隔離（Ｍ信号）

主給水隔離

Ｃ／Ｖ隔離Ｂ（Ｐ信号）

Ａ Ｂ Ｔ／Ｄ

ＡＦＷＰ

ＡＦＷＴ
２次系
純水
タンク

Ｓ／Ｇ

Ｐｚｒ

主蒸気逃がし弁

主蒸気隔離弁

タービン

Ａ Ｂ Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

大気

ＲＷＳＴ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ
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格納容器
スプレイ冷却器

格納容器スプレイポンプ　Ａ，Ｂ

余熱除去ポンプ　Ａ，Ｂ

格納容器スプレイ

蒸気発生器

原子炉
容　 器

１次冷却材
ポンプ

主給水ポンプ　Ａ，Ｂ，Ｃ

主給水制御弁

制御棒駆動装置

主蒸気隔離弁
Ａ，Ｂ，Ｃ

加圧器
主蒸気逃がし弁

Ａ，Ｂ，Ｃ

大気へ

タービン・復水器へ

脱気器より

海水ポンプ
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

海水ピット 原子炉補機冷却水
ポンプ　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

放水口

※１ ※２

格納容器再循環ユニット　
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

充てんポンプ　Ａ，Ｂ，Ｃ

M

M

燃料取替用水補給配管

原子炉補機
冷却水冷却器

※３

※３

代替格納容器
スプレイポンプ

高圧注入ポンプ　Ａ，Ｂ

イグナイタ
(電気式水素燃焼装置)

加圧器
逃がしタンク

加圧器
逃がし弁

加圧ポンプ車

淡水・海水

中型ポンプ車

淡水・海水

補助給水タンク
補給配管

静的触媒式水素
再結合装置

格納容器再循環ユニット
自然対流冷却
Ａ，Ｂ系統のみ

原子炉補機冷却水
サージタンク

窒素供給 窒素ボンベ
（原子炉補機冷却水
     サージタンク用）

アニュラス
排気ファン

排気筒へ

タービン動補助
給水ポンプ

電動補助給水ポンプ
Ａ，Ｂ

蒸気発生器代替注水ポンプ

高圧注入ポンプ冷却用
海水放出配管

Ｂ系統のみ

充てんポンプ（自冷）
（配管含む）
Ｂ系統のみ

可搬型蓄電池

伊方発電所３号機　概略系統図（ＤＢ＋ＳＡ＋特重）

海水

ＣＯＰ－３

M

代替再循環配管
Ｂ系統のみ

格納容器スプレイポンプ
（自冷）（配管含む）

Ｂ系統のみ

代替格納容器スプレイ配管

補助給水
タンク

使用済燃料ピット

窒素ボンベ

大型放水砲

加圧ポンプ車

小型放水砲

大型ポンプ車

※４

※５

※５

中型ポンプ車

※４

※５

※６

代替炉心注入配管

可搬型ポンプによる
蒸気発生器注水

※６

可搬型蓄電池窒素ボンベ

※１ ※２

余熱除去冷却器

中型ポンプ車

海水取水用
水中ポンプ

燃料取替
用水タンク

※１ ※２

大型放水砲

○：運転中/開
×：故障中/閉
△：条件付で運転可能
　　（準備中、サポート系　
　　の停止等）

※１

年  　 月    　日    　　 :      現在

フィルタ付ベント設備

フィルタ

原子炉減圧
操作設備

水素濃度
低減設備

注入設備

・炉心注入

・格納容器スプレイ

：特重設備

格納容器
再循環サンプ

蒸気発生器水張ポンプ
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187kV送電線 66kV送電線

起動変圧器

6-3C

所内変圧器

主変圧器

予備変圧器

G

予備
変圧器

52H3C 52E3C

52T3C

52H3D 52E3D 52SC2 52EC2

52CD2

52SD2 52ED2

52DC2

52EC152SC1 52SD1 52ED1

52CD1 52DC1

52SCT

52
SSC2

52
SSD2

52G3A 52G3B 52G2A 52G2B

500kV送電線

伊方３号機 伊方１・２号機

DG

空冷式EG
3号・4号

空冷式EG
2号

亀浦SS 空冷式EG
1号

52EG3C 52EG3D

52EG2D

52EG1D

伊方発電所　所内電源系統図

○：「入」，運転中
×：「切」，停止中
△：準備中

　　 年　  月  　日 　　 :      現在

３号発電機
52SDT

亀浦SS

DGDGDG

非常用GTG

号機間連絡ケーブル

6-3D 6-2C 6-2D 6-1C 6-1D

ＣＯＰ－４

特重
電源設備

　　：特重設備

代替
電気設備
受電盤

・蒸気発生器
 代替注水ポンプ
・代替格納容器
 スプレイポンプ　等

非常用
変圧器
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（事象発生時刻  　:    ）

分　類 主要イベント

低圧注入開始

低圧注入終了

高圧注入開始

高圧注入終了

蓄圧注入開始

蓄圧注入終了

格納容器スプレイ作動

格納容器スプレイ停止

再循環切替

破断側ＳＧドライアウト

健全側ＳＧドライアウト

炉心露出

燃料被覆管破損(炉心損傷)*1

炉心溶融開始 *2

原子炉容器破損

高使用圧力到達

高使用圧力×２到達

*1 炉心 高温度＞1,000K(727℃)となった時刻

*2 炉心 高温度＞2,500K(2,227℃)となった時刻

【解析条件等】

　　　　　　　　　　　　事象進展解析結果　 （解析NO.          ）

解析起点：　　　　　　　　　　　　　

解析ｹｰｽ名：

年　月　日　　  : 　　 現在

炉心挙動

格納容器挙動

解析起点
からの時間

発生時刻

原子炉トリップ

炉心等注入
(自動動作)

蒸気発生器

ＣＯＰ－５
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ＣＯＰ－６

水　温

水　位

Ａピット 　　　　体

Ｂピット 　　　　体

Ａピット 　　　　体

Ｂピット 　　　　体

Ａピット 　　　　体

Ｂピット 　　　　体

冷却機能が喪失した場合 100℃到達までの予測日数

冷却機能喪失日時

100℃到達予測日時

冷却機能喪失後に記載

年　　月　　日　　　　時

年　　月　　日　　　　時

伊方発電所３号機　使用済燃料ピット温度予測

　　　年　　月　　日　　：　　現在　

　　　　　　　　℃

　　　ＮＷＬ　　　　　　ｃｍ

合計 　　　 　体

備　考

条　件

温度予測結果

冷却機能喪失後：　       日

　温度予測条件

　貯蔵量

　貯蔵量のうち、最新取出燃料数

　原子炉停止日時

　貯蔵容量

燃料貯蔵数

合計 　　　　 体

合計 　　　　 体

年　　月　　日　　　　時
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Ａ

Ｂ

Ｓ／Ｇ

Ｐｚｒ

ＲＣＰ

Ｒ／Ｖ
ループＣ

ＳＩＰ

ＣＳＰ

ＲＷＳＴ

Ａ

Ｂ
（自己冷却）

Ａ

Ｂ（海水冷却）

Ａ

Ｂ

Ｐｚｒ逃がし弁

Ｐｚｒ逃がしタンク

代替CSP

　年　 　月 　　日 　　 :      現在
伊方発電所３号機　概略系統図（ＤＢ＋ＳＡ＋特重）_停止時ＣＯＰ－７

○：運転中/開
×：故障中/閉/隔離中
△：条件付で運転可能（準備中、サポート系の停止等）
※：自動待機除外中

Ａ

Ｂ

％

％

再循環サンプ水位（広域）

ＣＨＰ
Ａ

Ｂ（自己冷却）

Ｃ

格納容器再循環
ユニットＡ，Ｂ

ダクト
開放機構

ループＢ

冷却
コイル

屋外排出

ＲＨＲＰ

Ｐｚｒ安全弁

ＡＣＣ

常用ＡＬ 非常用ＡＬ

開放 ・ 閉鎖 開放 ・ 閉鎖

□中型ポンプ車＋加圧ポンプ車

□消火ポンプ（電動・ディーゼル駆動）

□消防自動車

□重力注水

機器ハッチ

開放 ・ 閉鎖

アニュラス
排気ファン

Ａ ，Ｂ

ＣＣＷＰ
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

ＳＷＰ
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

ＡＦＷＰ
Ｔ／Ｄ

Ｍ／Ｄ－Ａ，Ｂ

中型ポンプ車

海水ピット等

ＳＩＰ－Ｂ

ＩＡｃｏｍｐ－Ｂ

大気
C/V

排気筒

取付
取外

取付
取外

取付
取外

３Ａ ３Ｂ ３Ｃ

□特重注水
　 設備

□炉心注入
□C/Vｽﾌﾟﾚｲ

　：特重設備
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年　月　日　　  : 　　 現在

予測起点：　　　　　　　　　　　　　 （事象発生時刻  　:    ）

分　類 主要イベント
予測起点

からの時間

炉心露出

燃料被覆管破損(炉心損傷)

最高使用圧力到達

最高使用圧力×２到達

【予測条件等】

炉心挙動

格納容器挙動

発生時刻

事象進展予測結果_停止時　 （予測NO.          ）

予測ケース名：

ＣＯＰ－８

55



 

別紙－６ 

 

即応センター、緊対所レイアウト図 

 

（１） 伊方発電所災害対策本部レイアウト 

電
源

盤
電

源
盤

電
源

盤
電

源
盤

電
源

盤
電

源
盤

電
源

盤
電

源
盤

エ
ア

コ
ン

ＬＡＮ収容架

ＬＡＮ収容架

トイレ

電源盤

統
合

原
子

力
防

災
Ｎ

Ｗ
ＩＰ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

（
３

台
）

電力保安通信
ＦＡＸ

（常用）

映像システム

音声システム

LAN収容架

統合原子力防災ＮＷ
ＴＶ会議システム

LAN収容架

衛
星

電
話

盤

加
圧

装
置

ケーブル処理箱

統合原子力防災ＮＷ　ＩＰ－電話
無線通信装置（固定型、可搬型）、直通電話

酸素濃度計、二酸化炭素濃度計　など
災害時優先

ＦＡＸ
（常用）

ページング

カラープリンタ
蓄電池

計器計器

SPDS表示端末
収容架

TSC

書類ラック 書類ラック 書類ラック 書類ラック

書
類

ラ
ッ

ク

計器

複合機

エアコン

計器

災害時優先
ＦＡＸ

（予備）

大
型

L
C

D
大

型
L
C

D

電子黒板

ホワイトボード

壁
面

活
用

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ー

ド
ホ

ワ
イ

ト
ボ

ー
ド

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ー

ド
ホ

ワ
イ

ト
ボ

ー
ド

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ー

ド

ホワイトボード

ホワイトボード

ホワイトボード

ホ
ワ

イ
ト
ボ

ー
ド

ホワイトボード

ホワイトボード

技総

副防

防

炉主

調査

技術

運転

６

情報 １ ２ ３

NRA NRA NRA

４ ５ ７

４

１

５ ７

６５ ４

２１ ３

８２

６

３

７

４５

１

10

12

６

13 ７ ３ ２

８

９

２１ 消防 ２報道 １

２ ３１総務４ 事総

情報連絡班

報道班

大
規

模
損

壊
対

応

運転班

調査復旧班

技
術

支
援

班
（
炉

心
）

総
務

班

ERSSSPDS TSC

TRAMS

情報連絡班

壁
面

活
用

消
防

班

技術支援班（放管）

電子黒板
タブレット

電子黒板
タブレット

電子黒板
タブレット

電子黒板
タブレット

電子黒板
タブレット

電子黒板
タブレット

報道班

電子黒板
タブレット

11

調査復旧班

指揮本部

運転班

技術支援班

消防班

総務班

電子黒板
タブレット

 

※椅子の配色は機能班のビブスの色 

  

56



 

（２） 災害対策本部（松山）レイアウト 

 

 

出入口出入口

Ｉｐａｓｓ
プリンタ付

通報受信用ＦＡＸ
(内)2929

コピー機

ＴＳＣ

ＳＰＤＳ
(表示端末９)

モノクロプリンタ

カラープリンタ

地上系IP-FAX#1
(電力用)

柱

本部6F　A室

柱

書画

柱
防

災
Ｎ

Ｗ
シ

ス
テ

ム
(松

山
即

応
セ

ン
タ

ー
２

)
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム

調査復旧班

技術支援班 総務班

報道班

通信
機器

収容架

地上系IP-電話
 (事業者用)907-301

衛星系IP-電話
 (共用)907-381

衛星系IP-電話
 (共用)907-381子機

衛星系IP-FAX#1
(共用)

ＴＳＣ/SPDS
プリンタ

(内)2576 (内)2375

(内)2374

電子
黒板
端末

(内)2371

(内)2370

(内)2992 (内)2991

地上系IP-電話
 (政府用)907-340

(内)2372

トーン
リンガ

(内)2373

S
P

D
S

S
P

D
S

SPDS
S

P
D

S

時
系

列

S
P

D
S

T
V

カメラ

カメラ

天井カメラ

ＳＰＤＳweb
(表示端末7)

ＥＲＳＳ

S
P

D
S

電子黒
板端末

本店 本店

S
P

D
S

電
子

黒
板

拡声方向

マイク
スピーカ

書類

時系列
PC

総務班机

集音
マイク

情報連絡班

ERC連携 ERC連携

SP
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（３） 災害対策本部（高松）レイアウト  

社内ＴＶ会議システム

ＦＡＸ

原子力防災
ＦＡＸ

緊急時安全状態
表示システム

（７０１会議室） （７０２会議室） （７０３会議室）
（ＴＶ会議室）

災害対策本部（高松）：７０１，７０２，７０３会議室

※原子力本部長は、災害対策本部（松山）で指揮を執る

情報連絡班 情報連絡班

技術支援班調査復旧班

災害対策本部(⾼松)
(各班の災害対策活動 等)

ＥＲＣ対応室社内ＴＶ会議室 災害対策本部(⾼松)
(情報共有会議 等)

原子力防災
電話

総務班

SPDS
表示端末

SPDS-Web

コピー機

原子力防災
ＦＡＸ

社内ＴＶ会議
システム

プロジェクタプロジェクタ

電子黒板
ホワイトボード

ホワイトボード

ホワイトボード

ホワイト
ボード

ホワイト
ボード

ホワイト
ボード

報道班

原子力防災ＴＶ会議システム

社内ＴＶ会議
システム

広報部長

 

 

58



４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

３

２

１３

１

Ｎｏ．

＜サブスピーカー②＞
・メインスピーカー補助、ＥＡＬ確認

＜総括アシスタント＞
・総括に連携される情報の事前整理（補助）

＜発電所発話状況監視＞
・発電所緊対所の発話を傾聴し、ＥＡＬ判断等の情報を速報としてＥＲＣ
　対応班内に共有
＜プラントパラメータ監視＞
・ＥＲＳＳ、ＳＰＤＳプラントパラメータ監視
・ＥＲＣプラント班への情報発信設備（ＥＲＳＳ，ＳＰＤＳ）の切替
＜班長・時系列監視＞
・時系列の監視、ＥＡＬ判断時刻等主要事項のホワイトボード板書、総括
　の代行

＜ＥＲＣ質問対応メモ作成＞

・ＥＲＣプラント班からの質問対応（災害対策本部（松山）⇔　ＥＲＣ対応班）

＜ＥＲＣ質問連携＞

・ＥＲＣプラント班からの質問対応（災害対策本部（松山）⇔　ＥＲＣ対応班）

＜サブスピーカー①＞
・ＥＲＣプラント班への説明（運転関係、戦略関係）

＜メインスピーカー＞
・ＥＲＣプラント班への説明
　［プラント状況（モニタリング関係）、ＥＡＬ、事象進展予測）］
・ＥＲＣプラント班への情報発信設備の切替

＜リエゾン対応窓口＞
・リエゾン質問対応（窓口、災害対策本部（松山）⇔　ＥＲＣ対応班）

・リエゾンへのデータ連携

＜総括＞
・ＥＲＣ対応全般の総括

役　割　分　担

ＥＲＣ対応ブース配席図、役割分担
別紙－７

＜ＥＲＣ対応資料整理・ＥＲＣ対応状況入力＞
・通報ＦＡＸ、ＥＲＣプラント班への説明資料の整理

＜ＥＲＣ質問総括管理＞
・ＥＲＣ質問対応の進捗状況管理（ホワイトボード板書含む）

ｶﾒﾗ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

(

ｽｷｬﾅ

　　　　

書
棚

①

②③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

⑫

⑬

固定電話
内線(2377)

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

時計

書画装置

地上系ＩＰ電話
907-300

衛星ＩＰ電話
907-380

ﾓﾆﾀ
ﾓﾆﾀﾓﾆﾀ

時計 統合防災NWｼｽﾃﾑ
(松山即応ｾﾝﾀｰ)

ERSS
SPDS-web

複
合
機

複
合
機
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ＥＲＣ書架内の資料整備状況（資料一覧）

２０２３年１２月
四国電力株式会社

別紙－８
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ＥＲＣ書架内の資料配備状況（１／３）

「四国電力（株）伊方発電所３号機原子力災害発生時の対応資
料集」について、２０２３年度は以下のとおり更新実施
・ページ番号付番開始箇所変更
（変更前）本文より
（変更後）表紙より

・別紙ー１ ＥＡＬ判断フローに「号機」および「時刻」記載欄追加
・ＣＯＰ－３に常用設備（Ｓ／Ｇ水張ポンプ）の記載追加
・別紙－２－７にモニタリングポスト電源供給元追加
・事業者防災業務計画修正の反映
・その他（記載の適正化、図面の最新化等）

61



ＥＲＣ書架内の資料配備状況（２／３）

項 目

１．発電所概要

２．緊急時対応操作 概略系統図

３．電源設備単線結線図

４．緊急時対応操作 電源設備概略系統図

５．機器配置図

６．故障事故処理内規 フロー図

７．有効性評価概略図

８．技術的能力に掛かる手順と対応人数、時間を整理した資料

別紙－１ 伊方発電所 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）判断フロー

別紙－２ その他 技術資料

別紙－３ 原子力用語・略語集

ＣＯＰ(Common Operational Picture)
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ＥＲＣ書架内の資料配備状況（３／３）

項 目

１．伊方発電所 特定重大事故等対処施設の概要

２．伊方発電所 特定重大事故等対処施設対応操作 概略系統図

３．伊方発電所 特定重大事故等対処施設の電源設備

４．伊方発電所 特定重大事故等対処施設の機器配置図

５．伊方発電所 特定重大事故等対処施設の事故対応

６．伊方発電所 重大等対策における特重施設を用いた事故対応

別紙－１ その他 技術資料

（特定重大事故対処施設）

（大規模損壊発生時の対応資料）

項 目

１．初動対応フロー

２．個別戦略フロ

３．ＡＰＣ等による対応フロー
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情報共有のための情報フロー
発電所、本部（即応センター）、
ＥＲＣの３拠点間の情報フロー

情報フローは、次の５項⽬
１．ＥＡＬに関する情報
２．事故・プラントの状況
３．進展予測と事故収束対応戦略
４．戦略の進捗状況
５．ＥＲＣプラント班からの質問への対応
について、「いつ」「どこで」「誰が」「どこの」「誰に」「どんな
情報を」「どのように」の観点からみた情報伝達の⼀連の流れを整理
した。

［2023年度版］

別紙－９

緊急時対策所

本部⻑

各総括
各班⻑

その他班

中央制御室

当直⻑

現場

調査復旧隊

ブリーフィング

即応センター

総本部⻑
本部⻑
副本部⻑

調査復旧班

ＥＲＣ対応班

技術⽀援班

発話者（２名）

報道班

総務班

ブリーフィング ＥＲＣ

プラント班

リエゾン

Ｔ
Ｖ
会
議 Ｔ

Ｖ
会
議

運転班

ＳＰＤＳ−Ｗｅｂ，ＥＲＳＳ

災害対策本部（松⼭）発 電 所

電
⼦
⿊
板

情報連絡班
３
⽅
電
話

ＦＡＸ

電
話

総括ｱｼｽﾀﾝﾄ

班員

情
報
連
携

専 専

情
報
確
認

質問対応メモ

Notes（掲⽰板,時系列）

本部内
周知

電
話

電
話

専：専任者

本
部
内
周
知

調査復旧班

情報連絡班
専

専

電
話

ﾘｴｿﾞﾝ対応

情
報
確
認

電
話

情
報
連
携

情報連絡
メモ他

専

総 括
情報提⽰・指⽰

質問サポーター

【情報フロー】緊急時対策所−即応センター−ＥＲＣ間の情報フロー全体図
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【情報フロー】１．ＥＡＬに関する情報

緊急時対策所

本部⻑

各総括
各班⻑

その他班

中央制御室

当直⻑

現場

調査復旧隊

ブリーフィング

即応センター

総本部⻑
本部⻑
副本部⻑

調査復旧班

ＥＲＣ対応班

技術⽀援班

発話者（２名）

報道班

総務班

ブリーフィング ＥＲＣ

プラント班

リエゾン

Ｔ
Ｖ
会
議 Ｔ

Ｖ
会
議

運転班

ＳＰＤＳ−Ｗｅｂ，ＥＲＳＳ

災害対策本部（松⼭）発 電 所

電
⼦
⿊
板

情報連絡班
３
⽅
電
話

ＦＡＸ

電
話

総括ｱｼｽﾀﾝﾄ

班員

情
報
連
携

専 専

情
報
確
認

質問対応メモ

Notes（掲⽰板,時系列）

本部内
周知

電
話

電
話

専：専任者

本
部
内
周
知

調査復旧班

情報連絡班
専

専

電
話

ﾘｴｿﾞﾝ対応

情
報
確
認

電
話

情
報
連
携

情報連絡
メモ他

専

総 括
情報提⽰・指⽰

質問サポーター

②④

⑤
⑬

⑦⑮

⑧

⑨⑯

⑫⑭

⑥

①
⑪

②
④

③

⑩

【情報フロー】１．ＥＡＬに関する情報
番号 いつ どこで 誰が どこの 誰に 何の情報を どのように

① ＥＡＬ該当
確認時 中央制御室 当直⻑＊１ ➡ 緊急時対策所 運転班 ＥＡＬ該当確認 電話

② ①確認後＊１ 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 ＥＡＬ該当確認

（根拠含）
マイク発話
ＴＶ会議

③ ②発話後 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所 本部⻑
（指揮本部） ＥＡＬﾁｪｯｸﾘｽﾄ 対⾯

④ ③確認後 緊急時対策所 本部⻑
（指揮本部）

➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 ＥＡＬ該当判断

（時間含）
マイク発話
ＴＶ会議

⑤ ④発話後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 即応センター 情報連絡班 ＥＡＬ該当判断
（時間、根拠含）

３⽅電話
Notes

⑥ ④発話後 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所 情報連絡班 ＥＡＬﾁｪｯｸﾘｽﾄ ⼿渡し

⑦ ④発話後 即応センター 情報連絡班 ➡ 即応センター 全体 ＥＡＬ該当判断
（時間、根拠含） マイク発話

⑧ ④発話後 即応センター ＥＲＣ対応班
（班員）

➡ 即応センター ＥＲＣ対応班全体 ＥＡＬ該当判断
（時間、根拠含） 発話

⑨ ⑧発話後 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 ＥＡＬ該当判断
（時間、根拠含） ＴＶ会議

⑩ ④発話後 即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班
（総括ｱｼｽﾀﾝﾄ）

ＥＡＬ該当
補⾜情報

⼿渡し
（情報連絡メモ）

⑪ 通報⽂作成後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 緊急時対策所 情報連絡班⻑ 通報⽂（案） ⼿渡し

⑫ 通報⽂
最終確認後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 即応センター 総務班 通報⽂ ＦＡＸ

⑬ ⑫送信後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 即応センター 情報連絡班 通報⽂ ３⽅電話

⑭ ⑫受領後 即応センター 総務班 ➡ 即応センター 各機能班 ＦＡＸ⽂書 ⼿渡し

⑮ ⑫受領後 即応センター 情報連絡班 ➡ 即応センター 全体 ＦＡＸ⽂書 マイク発話

⑯ ⑭受領後 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 ＦＡＸ⽂書 ＴＶ会議

＊１．当直⻑は、原⼦⼒防災要員が緊急時対策所に参集し、緊急時活動レベルの確認を運転班に引継ぐことが可能となれば、
「緊急時活動レベル判断の引継ぎチェックシート」を⽤いて確実に引継ぎ、以降は運転班が確認する。
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【情報フロー】２．事故・プラントの状況

緊急時対策所

本部⻑

各総括
各班⻑

その他班

中央制御室

当直⻑

現場

調査復旧隊

ブリーフィング

即応センター

総本部⻑
本部⻑
副本部⻑

調査復旧班

ＥＲＣ対応班

技術⽀援班

発話者（２名）

報道班

総務班

ブリーフィング ＥＲＣ

プラント班

リエゾン

Ｔ
Ｖ
会
議 Ｔ

Ｖ
会
議

運転班

ＳＰＤＳ−Ｗｅｂ，ＥＲＳＳ

災害対策本部（松⼭）発 電 所

電
⼦
⿊
板

情報連絡班
３
⽅
電
話

ＦＡＸ

電
話

総括ｱｼｽﾀﾝﾄ

班員

情
報
連
携

専 専

情
報
確
認

質問対応メモ

Notes（掲⽰板,時系列）

本部内
周知

電
話

電
話

専：専任者

本
部
内
周
知

調査復旧班

情報連絡班
専

専

電
話

ﾘｴｿﾞﾝ対応

情
報
確
認

電
話

情
報
連
携

情報連絡
メモ他

専

総 括
情報提⽰・指⽰

質問サポーター

②

②

③

④⑤⑫

⑤

⑥⑩

⑦⑨

⑪

①

⑧

⑬

【情報フロー】２．事故・プラントの状況
番号 いつ どこで 誰が どこの 誰に 何の情報を どのように
① 適宜 中央制御室 当直⻑ ➡ 緊急時対策所 運転班 プラント状況 電話

② ①確認後 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 プラント状況

（重要事項）
マイク発話
ＴＶ会議

③ ②発話後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 即応センター 情報連絡班 プラント状況
（重要事項） ３⽅電話

④ ②発話後 緊急時対策所 運転班 ➡ 即応センター 全体 プラント状況 Ｎｏｔｅｓ

⑤ ②発話後 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 プラント状況

ＣＯＰ−２〜４,7
Ｎｏｔｅｓ
電⼦⿊板

⑥ ③確認後 即応センター 情報連絡班 ➡ 即応センター 全体 プラント状況
（重要事項） マイク発話

⑦ 適宜 即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班
（総括ｱｼｽﾀﾝﾄ）

プラント状況
（重要事項）

⼿渡し
（情報連絡メモ）

⑧ 適宜 即応センター 調査復旧班 ➡ 緊急時対策所 運転班
情報連絡班

プラント状況
（詳細確認） 電話（専任）

⑨ 適宜 即応センター 各班（該当班） ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班
（総括ｱｼｽﾀﾝﾄ）

プラント状況
ＣＯＰ−２〜４,7

⼿渡し
（情報連絡メモ）

⑩ 適宜 即応センター 各班（該当班） ➡ 即応センター 全体 プラント状況
ＣＯＰ−２〜４,7 マイク発話

⑪ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 プラント状況
ＣＯＰ−２〜４,7 ＴＶ会議

⑫ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班 ➡ ＥＲＣ リエゾン 連携必要と判断
した資料 Ｎｏｔｅｓ

⑬ ⑫確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ ＥＲＣ リエゾン 連携資料 電話
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【情報フロー】３．進展予測と事故収束対応戦略

緊急時対策所

本部⻑

各総括
各班⻑

その他班

中央制御室

当直⻑

現場

調査復旧隊

ブリーフィング

即応センター

総本部⻑
本部⻑
副本部⻑

調査復旧班

ＥＲＣ対応班

技術⽀援班

発話者（２名）

報道班

総務班

ブリーフィング ＥＲＣ

プラント班

リエゾン

Ｔ
Ｖ
会
議 Ｔ

Ｖ
会
議

運転班

ＳＰＤＳ−Ｗｅｂ，ＥＲＳＳ

災害対策本部（松⼭）発 電 所

電
⼦
⿊
板

情報連絡班
３
⽅
電
話

ＦＡＸ

電
話

総括ｱｼｽﾀﾝﾄ

班員

情
報
連
携

専 専

情
報
確
認

質問対応メモ

Notes（掲⽰板,時系列）

本部内
周知

電
話

電
話

専：専任者

本
部
内
周
知

調査復旧班

情報連絡班
専

専

電
話

ﾘｴｿﾞﾝ対応

情
報
確
認

電
話

情
報
連
携

情報連絡
メモ他

専

総 括
情報提⽰・指⽰

質問サポーター

①

②

③

③⑦⑫

④⑩

⑤⑥⑨

⑥⑪

⑧⑬

①

【情報フロー】３．進展予測と事故収束対応戦略
番号 いつ どこで 誰が どこの 誰に 何の情報を どのように

①
・本部設置後
・以降、30分経過毎
・対応戦略変更時

緊急時対策所 総括（技術系） ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 事故収束対応戦略

（ＣＯＰ−１）
ブリーフィング

ＴＶ会議

② ①実施後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 即応センター 情報連絡班 事故収束対応戦略 ３⽅電話

③ ①実施後 緊急時対策所 情報連絡班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 事故収束対応戦略 Ｎｏｔｅｓ

電⼦⿊板

④ ②確認後 即応センター 情報連絡班 ➡ 即応センター 全体 事故収束対応戦略 マイク発話

⑤ 緊急時対策所での
ブリーフィング毎 即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班

（総括ｱｼｽﾀﾝﾄ）
事故収束対応戦略
（ＣＯＰ−１） ⼿渡し

⑥ ⑤受領後 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 事故収束対応戦略
（ＣＯＰ−１） ＴＶ会議

⑦ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班 ➡ ＥＲＣ リエゾン 連携必要と判断
した資料 Ｎｏｔｅｓ

⑧ ⑦確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ ＥＲＣ リエゾン 連携資料 電話

⑨
・炉⼼損傷の重⼤事故
に⾄る可能性を確認

・15条事象が進展
即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班

（総括ｱｼｽﾀﾝﾄ）
事象進展予測

（ＣＯＰ−５,８） ⼿渡し

⑩ 適宜 即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター 全体 事象進展予測
（ＣＯＰ−５,８） マイク発話

⑪ ⑨受領後 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 事象進展予測
（ＣＯＰ−５,８） ＴＶ会議

⑫ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班 ➡ ＥＲＣ リエゾン 連携必要と判断
した資料 Ｎｏｔｅｓ

⑬ ⑫確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ ＥＲＣ リエゾン 連携資料 電話
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【情報フロー】４．戦略の進捗状況

緊急時対策所

本部⻑

各総括
各班⻑

その他班

中央制御室

当直⻑

現場

調査復旧隊

ブリーフィング

即応センター

総本部⻑
本部⻑
副本部⻑

調査復旧班

ＥＲＣ対応班

技術⽀援班

発話者（２名）

報道班

総務班

ブリーフィング ＥＲＣ

プラント班

リエゾン

Ｔ
Ｖ
会
議 Ｔ

Ｖ
会
議

運転班

ＳＰＤＳ−Ｗｅｂ，ＥＲＳＳ

災害対策本部（松⼭）発 電 所

電
⼦
⿊
板

情報連絡班
３
⽅
電
話

ＦＡＸ

電
話

総括ｱｼｽﾀﾝﾄ

班員

情
報
連
携

専 専

情
報
確
認

質問対応メモ

Notes（掲⽰板,時系列）

本部内
周知

電
話

電
話

専：専任者

本
部
内
周
知

調査復旧班

情報連絡班
専

専

電
話

ﾘｴｿﾞﾝ対応

情
報
確
認

電
話

情
報
連
携

情報連絡
メモ他

専

総 括
情報提⽰・指⽰

質問サポーター

③⑤

④⑥⑪

⑩

⑧

⑨③
⑤

①

②

⑦

⑫

【情報フロー】４．戦略の進捗状況
番号 いつ どこで 誰が どこの 誰に 何の情報を どのように

① 適宜 中央制御室 当直⻑ ➡ 緊急時対策所 運転班 戦略進捗状況 電話

② 適宜 現場 調査復旧隊 ➡ 緊急時対策所 調査復旧班 戦略進捗状況 電話

③ ①確認後 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 戦略進捗状況

（重要事項）
マイク発話
ＴＶ会議

④ ①確認後 緊急時対策所 運転班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 戦略進捗状況

（ＣＯＰ−１） Ｎｏｔｅｓ

⑤ ②確認後 緊急時対策所 調査復旧班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 戦略進捗状況

（重要事項）
マイク発話
ＴＶ会議

⑥ ②確認後 緊急時対策所 調査復旧班 ➡ 緊急時対策所
即応センター 全体 戦略進捗状況 Ｎｏｔｅｓ

⑦ 適宜 即応センター 調査復旧班 ➡ 緊急時対策所 運転班
調査復旧班 戦略進捗状況 電話（専任）

⑧ 適宜 即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班
（総括ｱｼｽﾀﾝﾄ）

戦略進捗状況
（ＣＯＰ−１） ⼿渡し

⑨ 適宜 即応センター 調査復旧班 ➡ 即応センター 全体 戦略進捗状況 マイク発話

⑩ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 戦略進捗状況
（ＣＯＰ−１） ＴＶ会議

⑪ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班 ➡ ＥＲＣ リエゾン 連携必要と判断
した資料 Ｎｏｔｅｓ

⑫ ⑪確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ ＥＲＣ リエゾン 連携資料 電話
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【情報フロー】５．ＥＲＣプラント班からの質問への対応

緊急時対策所

本部⻑

各総括
各班⻑

その他班

中央制御室

当直⻑

現場

調査復旧隊

ブリーフィング

即応センター

総本部⻑
本部⻑
副本部⻑

調査復旧班

ＥＲＣ対応班

技術⽀援班

発話者（２名）

報道班

総務班

ブリーフィング ＥＲＣ

プラント班

リエゾン

Ｔ
Ｖ
会
議 Ｔ

Ｖ
会
議

運転班

ＳＰＤＳ−Ｗｅｂ，ＥＲＳＳ

災害対策本部（松⼭）発 電 所

電
⼦
⿊
板

情報連絡班
３
⽅
電
話

ＦＡＸ

電
話

総括ｱｼｽﾀﾝﾄ

班員

情
報
連
携

専 専

情
報
確
認

質問対応メモ

Notes（掲⽰板,時系列）

本部内
周知

電
話

電
話

専：専任者

本
部
内
周
知

調査復旧班

情報連絡班
専

専

電
話

ﾘｴｿﾞﾝ対応

情
報
確
認

電
話

情
報
連
携

情報連絡
メモ他

専

総 括
情報提⽰・指⽰

質問サポーター

①⑧

②⑩

③⑤⑦

④⑨⑫

⑥

⑪

【情報フロー】５．ＥＲＣプラント班からの質問への対応
番号 いつ どこで 誰が どこの 誰に 何の情報を どのように

① 適宜 ＥＲＣ プラント班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班 質問 ＴＶ会議

② 適宜 ＥＲＣ プラント班 ➡ ＥＲＣ リエゾン 質問 対⾯

③ ①確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
※２

➡ 即応センター 各班 ＥＲＣ質問
ERC対応班質問

⼿渡し
（質問対応メモ）

④ ②確認後 ＥＲＣ リエゾン ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応) ＥＲＣ質問 電話

⑤ ④確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ 即応センター 各班 ＥＲＣ質問
ERC対応班質問

⼿渡し
（質問対応メモ）

⑥ ③⑤受領後 即応センター 調査復旧班 ➡ 緊急時対策所 運転班
調査復旧班

ＥＲＣ質問
ERC対応班質問 電話（専任）

⑦ 回答作成後
（質問対応メモ） 即応センター 各班 ➡ 即応センター ＥＲＣ対応班 質問回答 ⼿渡し

（質問対応メモ）

⑧ ⑦受領後 即応センター ＥＲＣ対応班
（発話者）

➡ ＥＲＣ プラント班 ＥＲＣ質問回答 ＴＶ会議

⑨ ⑦受領後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ ＥＲＣ リエゾン ＥＲＣ質問回答 電話

⑩ ⑨受領後 ＥＲＣ リエゾン ➡ ＥＲＣ プラント班 ＥＲＣ質問回答 対⾯

⑪ 適宜 即応センター ＥＲＣ対応班 ➡ ＥＲＣ リエゾン 連携必要と判断
した資料 Ｎｏｔｅｓ

⑫ ⑪確認後 即応センター ＥＲＣ対応班
(リエゾン対応)

➡ ＥＲＣ リエゾン 連携資料 電話

＊２．各班に質問を連携する際、必要に応じて「質問サポーター」が質問対応メモの内容を⼝頭で補⾜する。
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別紙－１０ 

ＥＲＣ対応班 ＥＲＣ説明者およびＥＲＣリエゾン対応要員リスト 

＜ＥＲＣ説明者＞ 

氏名＊１ 
現所属 

現役職 
対応＊２ 

可否 

経験＊３ 

回数 

防災訓練経験実績＊４ 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 原子力保安研修所(松山) 

原子力安全ﾘｽｸ評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＧＬ ○ ０ － － メイン 

 原子力保安研修所(松山) 

原子力安全ﾘｽｸ評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ ○ ０ － － (調査復旧班) 

 原子力保安研修所(松山) 

原子力安全ﾘｽｸ評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ ○ １ 

(ERC 対応班) 

(ﾌﾟﾗﾝﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ監視) 
サブ① サブ① 

 原子力保安研修所(松山) 

原子力安全ﾘｽｸ評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ ○ ０ (県庁派遣班) 

(ERC 対応班) 

(ERC 質問対応) 

(ERC 対応班) 

(ERC 質問対応) 

 原子力保安研修所(松山) 

運転訓練ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＧＬ ○ ０ － － サブ② 

 原子力保安研修所(松山) 

運転訓練ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ ○ ０ (調査復旧班) 

(ERC 対応班) 

(ﾌﾟﾗﾝﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ監視) 
(調査復旧班) 

 原子力保安研修所(松山) 

運転訓練ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ ○ ０ － (調査復旧班) (調査復旧班) 

 原子力本部(松山) 

総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＧＬ 〇 ０ － － 

(ERC 対応班) 

(班長・時系列監視) 

 原子力本部(松山) 

総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ ○ １ (訓練ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ) 

(ERC 対応班) 

(総括ｱｼｽﾀﾝﾄ) 

(ERC 対応班) 

(総括ｱｼｽﾀﾝﾄ) 

 原子力本部原子力部(高松) 

安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
Ｌ × ２ メイン メイン － 

 原子力本部原子力部(高松) 

安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ＦＬ × ０ サブ② サブ② － 

 社外 

 
－ × ２ サブ① （調査復旧班） － 

＊１．（※）は今年度（2023 年度）の松山新規配属者 

＊２．ＥＲＣ説明者の対応可否 ○：松山勤務者、×：松山以外勤務者 

＊３．事業者防災訓練におけるＥＲＣ説明者（メインスピーカーまたはサブスピーカー①）の経験回数（2022 年度以前） 

＊４．メイン：メインスピーカー、サブ①：サブスピーカー①、サブ②：サブスピーカー②、（ ）内は即応センターでの役割 
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＜ＥＲＣリエゾン＞ 

氏名＊１ 現所属 現役職 
初期対応＊２

可否 

ﾘｴｿﾞﾝ①＊３対

応可否 

ﾘｴｿﾞﾝ②＊３対

応可否 

経験＊４ 

回数 

防災訓練経験実績＊４ 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 東京支社 技術課 課長 ○ ○ ○ ０ － － リエゾン① 

 東京支社 技術課 
副長 ○ ○ ○ １ － リエゾン① 

－ 

(訓練ｺﾝﾄﾛｰﾗ) 

 東京支社 技術課 担当 ○ ○ ○ １ － リエゾン② リエゾン② 

 東京支社 技術課 担当 ○ × ○ ０ － － － 

 東京支社 営業推進課 副長 ○ × ○ ０ － － － 

 東京支社 営業推進課 副長 ○ × ○ ０ － － － 

 東京支社 営業推進課 副長 ○ × ○ ０ － － － 

 東京支社 総務課 担当 ○ × ○ ０ － － － 

 原子力部 

サイクル技術Ｇ 
ＧＬ × × ○ ０ － － － 

 原子力部 

設備保全Ｇ 
ＦＬ × × ○ ０ － － － 

 原子力部 

核物質防護・工事Ｇ 
ＦＬ × × ○ １ － リエゾン② － 

 原子力部 

サイクル技術Ｇ 
ＦＬ × × ○ ０ － － － 

 原子力部 安全Ｇ 担当 × × ○ ０ － － － 

＊１．（※）は今年度（2023 年度）の東京新規配属者 

＊２．事象初期のＥＲＣリエゾン対応可否 ○：東京勤務者、×東京以外勤務者 

＊３．リエゾン①：フロントラインサポート、リエゾン②：バックヤードサポート 

＊４．事業者防災訓練におけるＥＲＣリエゾンの経験回数（2022 年度以前） 
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別紙－１１ 

総合訓練ＰＤＣＡ実施要領および活動スケジュール 

１．はじめに 

当社の防災訓練マニュアルでは、訓練中長期計画（６カ年）を定め、これに基づき年度

毎の訓練実施計画書を策定する運用としており、今年度は現行の中長期計画の２年目と

なる。 

また、訓練で抽出された課題に対しては、以下のとおり対応することを定めている。 

・同マニュアルに基づき、具体的な改善内容等を定める改善計画書を作成する。

・上記計画書に基づき、改善活動を実施する。

・改善活動の結果は、次回以降の訓練にて検証し、訓練報告書にて状況を報告する。

２．総合訓練ＰＤＣＡ実施要領 

以下、総合訓練ＰＤＣＡフロー参照。 

訓
練
中
長
期
計
画
（
６
か
年
）　

２
０
２
２
年
度
～

訓
練
中
長
期
計
画
総
合
評
価
（
２
０
２
７
年
度
末
）

新
訓
練
中
長
期
計
画　

２
０
２
８
年
度
～

訓
練
シ
ナ
リ
オ
の
作
成

評
価
項
目
設
定

総
合
訓
練
評
価

総
合
訓
練
の
実
施

改
善
項
目
抽
出

P D C AP

P D C A

改
善
計
画
書
作
成

改
善
活
動
の
実
施

改
善
活
動
の
検
証
※

次
回
訓
練
へ
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

P D C A
※必要により要素訓練にて検証

総
合
訓
練
実
施
報
告
（
訓
練
評
価
）

総
合
訓
練
実
施
計
画
策
定

P CD
必
要
に
よ
り
訓
練
中
長
期
計
画
見
直
し

A
総
合
訓
練
実
施
計
画
策
定

P

次年度訓練実施計画訓練実施計画

改善計画書

次
回
訓
練
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

３．総合訓練活動スケジュール 

2022 年度訓練の活動実績、2023 年度訓練の活動実績および計画、2024 年度訓練の活動

計画は以下のとおり。 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

訓練評価
改善計画書作成

 訓練実施結果報告書作成
 訓練指標の分析

改善活動の実施
改善活動の検証

訓練中⻑期計画（６カ年）評価

訓練計画策定
訓練内容検討

訓練実施結果報告書作成
訓練指標の分析

訓練評価
改善計画書作成

改善活動の実施
改善活動の検証

訓練計画策定
訓練内容検討

訓練実施結果報告書作成
訓練指標の分析

次期訓練計画策定
訓練評価

改善計画書作成
改善活動の実施(次回訓練まで)
改善活動の検証(次回訓練まで)

2025202420232022
総合訓練活動スケジュール

▼Ｄ 12/9 2022年度総合訓練

Ｐ

Ｃ

Ａ(P)

Ａ(D)

Ａ(C)

Ｃ
Ａ

▽Ｄ 2024年度総合訓練（実施時期未定）

Ｃ

Ｐ
Ｐ

Ｃ
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ(P)

Ａ(D)

Ａ(C)

Ｐ
▽Ｄ 2/2 2023年度総合訓練

Ｃ

▼Ｃ 5/12防災訓練実施結果報告書提出

Ａ(P)

Ｃ
Ａ

Ａ(D)

Ａ(C)
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訓練中長期計画

原子力本部

別紙－１２
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改  正  来  歴 

改正番号 日 付 改 正 事 由 

０ 平成28年 3月28日 ・新規制定 

１ 平成29年 4月27日 ・表紙から『平成２８年度』を削除 

・本文２．から（平成２８年度）を削除 

・マトリクス表の実施年度について変更 

（大分類）異常事象「計画外の放射性物質の放出」をA

（29,31）→A（30,33）に変更  

（大分類）異常事象「火災」をA（28,30,32,33）→A

（28,29,30,33）に変更 

（大分類）複合事象「火山」をA(29)→A(31)に変更 

（大分類）複合事象「地震」をA(28,30,31)→A(28,29,30)に

変更 

・マトリクス表の３．緊急時対応の※４、※５の記載を変更 

２ 平成31年 2月21日 ・訓練中長期計画の目的として、事象の網羅性に対して主眼を

置いた内容となっていたが、種々の異常事象に対して原子

力防災組織が求められる機能に関する対応能力のトレンド

把握および能力向上を目的とする内容に変更 

・マトリクス表を別紙‐１と規定し、機能分類について全面的

に見直し 

・別紙－２として、訓練評価項目を追加 

・別紙－３として、対応能力のトレンド分析の例を追加 

３ 令和元年 9月30日 ・別紙－１修正 

・過去年度分を網掛け 

・人的被害の２０１９年度追加 

・火山は、SA事象と重畳しない想定のため、本計画では適用

外とする旨追記 

４ 令和２年12月 4日 ・３．（４）訓練評価項目について、訓練実績や改善活動によ

って評価項目の見直しを実施するよう明記 

・別紙－１最新化 

 ・過去年度分網掛け 

 ・２０２０年１０月７日 ２号機廃止措置計画の認可によ

り、伊方発電所の運転号機は３号機のみとなったため、今

年度以降の訓練計画より複数号機同時発災を除外 

・別紙－２見直し実施 

・訓練実績による評価項目見直し  
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改正番号 日 付 改 正 事 由 

５ 令和３年11月15日 ・別紙－１最新化 

 ・過去年度分網掛け 

・別紙－２見直し実施 

・訓練実績による評価項目見直し  

６ 令和４年９月28日 ・新中長期計画への更新（第２期） 

・別紙－１修正 

・別紙－２訓練実績による評価項目見直し 

・別紙－３削除 

・記載の適正化 

７ 令和５年11月８日 ・別紙－１最新化 

 ・過去年度実績を網掛け 

・別紙－２訓練実績による評価項目見直し 

・記載の適正化 
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１．はじめに 

 本計画は、原子力防災組織が実施する多様な訓練の中長期計画を示し、原子力防災組織によ

る種々の異常事象に対する網羅的な訓練の実施および、原子力防災組織に求められる機能に関

する対応能力の向上に資するものである。なお、本計画で示す訓練のうち各教育訓練内規類に

基づいて実施する保安教育および業務教育訓練は、それぞれの規定における計画に基づいて実

施する。 

 

２．訓練中長期計画の適用範囲 

 本計画は、種々の異常事象に対する網羅的な訓練の実施のため、異常事象の他に、当社が実

施すべき訓練を抽出して整理している。しかし、原子力防災組織に求められる機能に関する対

応能力の向上に関する評価については、基本的には事業者防災業務計画、伊方発電所防災計画

（原子力災害編）に基づく総合防災訓練について適用する（ただし、可能であれば、本計画の

考え方に則り、要素訓練においても適宜適用する）。 

 

３．訓練中長期計画の策定方針 

本計画は、中長期を６年と定め、種々の異常事象に対する原子力防災組織の対応能力のトレ

ンドを把握し、弱点の抽出、分析および改善を行う事を主眼において設計する。具体的には、

以下（１）～（５）の項目について整理し、その結果を、別紙－１に訓練中長期計画のマトリク

ス表、別紙－２に訓練評価項目をそれぞれ定める。ただし、訓練あり方検討において、多様な

事故シナリオに基づく訓練の一つに、ＳＡシーケンス訓練と当該訓練の同時訓練を試行のため

実施する場合は、中長期計画の一部変更し、試行のための訓練実施を優先する。 

 

（１）計画期間 

計画期間は、大規模損壊を想定した２事象および重大事故発生を想定した４事象（５事象

のうち２事象を統合する）を基本シナリオとする総合訓練を１回／年の頻度で網羅的に実施

する期間として６年（２０２２年度～２０２７年度）とする。なお、２０２８年度以降の計

画については、本計画の実績を踏まえて策定するものとする。  

 

（２）事象の選定 

訓練すべき異常事象として、種々の異常状態を想定した主要事象を選定するとともに、考 

慮すべき複合事象を選定する。また、中長期的に対応する課題としてその他重点訓練を選定   

する。 

 

 ａ．主要事象の選定 

（ａ）大規模損壊事象は、自然災害および航空機衝突の２つのケーススタディを選定する。 

（ｂ）重大事故事象は、現場主体の作業・操作に係る成立性確認訓練を実施する以下の５つ

の重要事故シーケンスを選定する。 

 ・全交流電源喪失［SBO＋CCW 機能喪失＋RCP シール LOCA］ 

・格納容器過圧破損［大 LOCA＋ECCS 注入失敗＋C/V スプレイ注入失敗］ 

・格納容器過温破損［SBO＋補助給水失敗］ 

77



・全交流電源喪失［運転停止中(燃料取出前)＋SBO＋CCW 機能喪失］ 

・SFP 水の小規模な喪失［SFP 冷却系配管の破断］ 

（ｃ）異常事象および通常業務の不適合事象は、重大事故に至らない事象として想定される

事象を選定する。 

 

ｂ．複合事象の選定 

（ａ）対応処理に負荷のかかる夜間の事象発生、複数機同時発災および外的要因（自然災害）

などを選定する。 

 

ｃ．その他重点訓練 

（ａ）特殊な外的要因の一つとしてテロ対応を他の訓練と区別して選定する。また、事業者

間協力についても計画的に訓練を実施していく必要があるため、他発電所の発災を重

点訓練として選定し、他発電所の訓練に積極的に参加する。 

 

（３）機能の選定 

原子力防災組織に要求される機能として、発災現場において必要な機能、発災現場を支援

する機能および周辺住民を支援する機能を具体的に選定する。 

ａ．発災現場において必要な機能 

（ａ）本部体制を構築し、関係個所への情報連絡および対策実施機能などのオンサイトの活

動を主体とした機能を選定する。 

（ｂ）後方支援機能などの原子力施設事態即応センター（以下、「即応センター」という。）

が発電所を支援するための活動を主体とした機能を選定する。 

（ｃ）オフサイトセンター（以下、「ＯＦＣ」という。）への要員派遣、広報活動など、周辺住

民の対応を支援する活動を主体とした機能を選定する。 

 

（４）中長期計画の記載方法 

   選定する事象と原子力防災組織に要求される機能をマトリクス表により縦軸と横軸に示し、

各項目に訓練の実施計画（実施年度）を示す。 

 

（５）訓練評価項目 

   機能に求められる能力のトレンドを把握するため、訓練評価は、（３）で選定した機能毎に

行い、本計画を適用する期間の総合訓練においては、毎回同じ評価項目を用いて訓練評価を

実施する。そのため、訓練評価項目は、機能に求められる活動および達成目標を分析した上

で策定する。ただし、訓練実績や改善活動等により評価項目の見直しがある場合は、必要の

都度見直しを実施する。 

   また、シナリオに特化した評価項目がある場合や、別途改善検討事項の有効性を評価する

場合は、訓練評価書を分ける等して柔軟に対応する。 

 

４．訓練中長期計画の運用方法 

  以下に記載する（１）～（３）を繰り返し実施してＰＤＣＡを回す事で、原子力防災組織に

78



要求される機能のトレンド把握および能力向上を図る。 

 

（１）訓練シナリオの作成（Ｐ） 

 別紙‐１のマトリクス表より、総合防災訓練にて実施する事象のエッセンスを抽出し、そ

の他法令要求や別途社内規定の要求、昨年度までの訓練の改善検討事項等を加味した訓練シ

ナリオを作成する。 

 

（２）訓練の実施（訓練評価）（Ｄ） 

別紙－２の訓練評価項目を基に訓練評価を実施する。 

また、シナリオに特化した評価項目がある場合や、別途改善検討事項の有効性を評価する

場合は、訓練評価書を分ける等して、訓練評価を実施する。 

 

（３）評価項目の分析（Ｃ・Ａ） 

   評価した訓練評価項目について分析し、原子力防災組織が求められる機能に関して弱点を

分析する。弱点が抽出されたら、弱点を是正するための改善検討および改善活動を実施し、

次年度訓練にて検証できるよう訓練シナリオに取り込む。また、必要に応じて、柔軟に訓練

中長期計画も見直す。 

 

５．訓練中長期計画の総合評価 

  本計画は、２０２２年度～２０２７年度の６年についての計画であり、２０２７年度の総合

防災訓練終了後、本計画の総合評価を実施し、報告書を作成して関係個所へ報告する。また、

報告書の結果を基に、２０２８年度以降の中長期計画を定め運用する事とする。 

 

 

 

別紙‐１ 訓練中長期計画マトリクス表 

別紙‐２ 訓練評価項目 
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別紙－１（1/9） 
（Ａ）オンサイトの活動を主体とした機能（主要事象）（１／２） 

主要事象 

伊方発電所 災害対策本部機能 

本部運営機能 
（指揮本部） 

情報連絡機能 対策実施機能 ロジスティクス機能 
広報機能 
(報道班)  社内対応 

(情報連絡班) 

社外対応※1 
(情報連絡班) 

運転操作 
(運転班) 

調査・復旧 
(調査復旧班) 

緊急時対応活動 
(調査復旧班) 

技術支援 
(技術支援班) 

消防 
(消防班) 

総務 
(総務班) 

避難誘導 
(総務班) 

原子力災害医療※2 

(総務班) 

大
規
模
損
壊 

自然災害（地震＋津波を想定） ２０２＿年度 

航空機衝突 ２０２＿年度 

重
大
事
故 

全交流電源喪失 
［SBO＋CCW 機能喪失＋RCP シール LOCA］ 

２０２２年度 

格納容器過圧破損 
［大 LOCA＋ECCS 注入失敗＋C/V スプレイ注入失敗］ ２０２＿年度 

格納容器過温破損 
［SBO＋補助給水失敗］ 

２０２＿年度 

全交流電源喪失 
［運転停止中(燃料取出前)＋SBO＋CCW 機能喪失］ ２０２＿年度 

SFP 水の小規模な喪失 
［SFP 冷却系配管の破断］ 

２０２＿年度 

異
常
事
象 

重要設備の故障・異常※3 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

通信設備機能喪失 ２０２＿年度 

中央制御室機能喪失 ２０２＿、２０２＿年度 

計画外の放射性物質放出※3 ２０２＿、２０２＿、２０２＿、年度 

人的被害 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

火災 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

溢水 ２０２＿年度 

ト
ラ
ブ
ル
対
応 

運転操作のエラー 

通常業務にて実施 保守作業のエラー 

保守管理のエラー 

※1 総合訓練における社外関係機関への情報連絡は訓練計画時の調整状況により一部模擬とする。 
※2 愛媛県の訓練に参画して実施する。 
※3 訓練シナリオに応じて適宜取り入れる。 
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別紙－１（2/9） 
（Ａ）オンサイトの活動を主体とした機能（複合事象）（２／２） 

複合事象・その他重点訓練 

伊方発電所 災害対策本部機能 

本部運営機能 
（指揮本部） 

情報連絡機能 対策実施機能 ロジスティクス機能 
広報機能 
(報道班) 社内対応 

(情報連絡班) 

社外対応 
(情報連絡班) 

運転操作 
(運転班) 

調査・復旧 
(調査復旧班) 

緊急時対応活動 
(調査復旧班) 

技術支援 
(技術支援班) 

消防 
(消防班) 

総務 
(総務班) 

避難誘導 
(総務班) 

原子力災害医療 
(総務班) 

複
合
事
象 

複数号機同時発災 １、２号機は廃止措置中であり、個別ＥＡＬが適用外となっていることから訓練事象から除外。 

夜間の事象発生 ２０２＿年度 

地震（大規模事象にて津波の連動を想定する） ２０２２、２０２＿、２０２＿年度 

台風（洪水・高潮・竜巻・暴風等の自然災害を

考慮） 
２０２＿年度 

火山 
火山は、総合訓練で要求されるＳＡ事象との重畳は想定されていないため、本計画では適用外とする。 

（なお、保修統括課所掌の自然災害対応内規および発電課所掌の運転総括内規にて、火山事象の教育訓練を実施している。） 

テ
ロ
対
応 

設備破壊 
施設防護課所掌のＰＰ訓練にて実施のため、本計画では適用外とする。 

侵入・占拠 

他
発
電
所 

の
発
災 

要員の派遣 
 

資機材の貸与 
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別紙－１（3/9） 
（Ｂ）原子力施設事態即応センターが発電所を支援するための活動を主体とした機能（主要事象）（１／２） 

主要事象 

原子力施設事態即応センター（松山、高松） 災害対策本部機能 

本部運営機能 
（指揮本部） 

情報連絡機能 
ＥＲＣ対応機能 
(ＥＲＣ対応班) 

対策実施機能 
広報機能 
(報道班) 

ロジスティクス機能 
後方支援拠点機能 
（後方支援拠点） 社内対応 

(情報連絡班) 

社外対応※1 
(情報連絡班) 

調査・復旧 
(調査復旧班) 

技術支援 
(技術支援班) 

総務 
(総務班) 

大
規
模
損
壊 

自然災害（地震＋津波を想定） ２０２＿年度 

航空機衝突 ２０２＿年度 

重
大
事
故 

全交流電源喪失 
［SBO＋CCW 機能喪失＋RCP シール LOCA］ 

２０２２年度 

格納容器過圧破損 
［大 LOCA＋ECCS 注入失敗＋C/V スプレイ注入失敗］ ２０２＿年度 

格納容器過温破損 
［SBO＋補助給水失敗］ 

２０２＿年度 

全交流電源喪失 
［運転停止中(燃料取出前)＋SBO＋CCW 機能喪失］ ２０２＿年度 

SFP 水の小規模な喪失 
［SFP 冷却系配管の破断］ 

２０２＿年度 

異
常
事
象 

重要設備の故障・異常 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

通信設備機能喪失 ２０２＿年度 

中央制御室機能喪失 ２０２＿、２０２＿年度 

計画外の放射性物質放出※2 ２０２＿、２０２＿、２０２＿、年度 

人的被害 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

火災 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

溢水 ２０２＿年度 

ト
ラ
ブ
ル
対
応 

運転操作のエラー 

通常業務にて実施 保守作業のエラー 

保守管理のエラー 

※1 総合訓練における社外関係機関への情報連絡は訓練計画時の調整状況により一部模擬とする。 
※2 訓練シナリオに応じて適宜取り入れる。 
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別紙－１（4/9） 
（Ｂ）原子力施設事態即応センターが発電所を支援するための活動を主体とした機能（複合事象）（２／２） 

複合事象・その他重点訓練 

原子力施設事態即応センター（松山、高松） 災害対策本部機能 

本部運営機能 
（指揮本部） 

情報連絡機能 
ＥＲＣ対応機能 
(ＥＲＣ対応班) 

対策実施機能 
広報機能 
(報道班) 

ロジスティクス機能 
後方支援拠点機能 
（後方支援拠点） 社内対応 

(情報連絡班) 

社外対応*1 
(情報連絡班) 

調査・復旧 
(調査復旧班) 

技術支援 
(技術支援班) 

総務 
(総務班) 

複
合
事
象 

複数号機同時発災 １、２号機は廃止措置中であり、個別ＥＡＬが適用外となっていることから訓練事象から除外。 

夜間の事象発生 ２０２＿年度 

地震（大規模事象にて津波の連動を想定する） ２０２２、２０２＿、２０２＿年度 

台風（洪水・高潮・竜巻・暴風等の自然災害を

考慮） 
２０２＿年度 

火山 
火山は、総合訓練で要求されるＳＡ事象との重畳は想定されていないため、本計画では適用外とする。 

（なお、保修統括課所掌の自然災害対応内規および発電課所掌の運転総括内規にて、火山事象の教育訓練を実施している。） 

テ
ロ
対
応 

設備破壊 
施設防護課所掌のＰＰ訓練にて実施のため、本計画では適用外とする。 

侵入・占拠 

他
発
電
所 

の
発
災 

要員の派遣 
他電力の訓練に参加して実施するため、本計画では適用外とする 

資機材の貸与 
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別紙－１（5/9） 
（Ｃ）東京支社が発電所を支援するための活動を主体とした機能（主要事象）（１／２） 

主要事象 

東京支社 災害対策本部機能 

本部運営機能 
（指揮本部） 

情報連絡機能 
ＥＲＣ対応機能 

(ＥＲＣ派遣要員) 
広報機能 
(報道班) 社内対応 

(情報連絡班) 

社外対応※1 
(情報連絡班) 

大
規
模
損
壊 

自然災害（地震＋津波を想定） ２０２＿年度 

航空機衝突 ２０２＿年度 

重
大
事
故 

全交流電源喪失 
［SBO＋CCW 機能喪失＋RCP シール LOCA］ 

２０２２年度 

格納容器過圧破損 
［大 LOCA＋ECCS 注入失敗＋C/V スプレイ注入失敗］ ２０２＿年度 

格納容器過温破損 
［SBO＋補助給水失敗］ 

２０２＿年度 

全交流電源喪失 
［運転停止中(燃料取出前)＋SBO＋CCW 機能喪失］ ２０２＿年度 

SFP 水の小規模な喪失 
［SFP 冷却系配管の破断］ 

２０２＿年度 

異
常
事
象 

重要設備の故障・異常 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

通信設備機能喪失 ２０２＿年度 

中央制御室機能喪失 ２０２＿、２０２＿年度 

計画外の放射性物質放出※2 ２０２＿、２０２＿、２０２＿、年度 

人的被害 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

火災 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

溢水 ２０２＿年度 

ト
ラ
ブ
ル
対
応 

運転操作のエラー 

通常業務にて実施 保守作業のエラー 

保守管理のエラー 

※1 総合訓練における社外関係機関への情報連絡は訓練計画時の調整状況により一部模擬とする。 
※2 訓練シナリオに応じて適宜取り入れる。 
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別紙－１（6/9） 
（Ｃ）東京支社が発電所を支援するための活動を主体とした機能（複合事象）（２／２） 

複合事象・その他重点訓練 

東京支社 災害対策本部機能 

本部運営機能 
（指揮本部） 

情報連絡機能 
ＥＲＣ対応機能 

(ＥＲＣ派遣要員) 
広報機能 
(報道班) 社内対応 

(情報連絡班) 

社外対応*1 
(情報連絡班) 

複
合
事
象 

複数号機同時発災 １、２号機は廃止措置中であり、個別ＥＡＬが適用外となっていることから訓練事象から除外。 

夜間の事象発生 ２０２＿年度 

地震（大規模事象にて津波の連動を想定する） ２０２２、２０２＿、２０２＿年度 

台風（洪水・高潮・竜巻・暴風等の自然災害を

考慮） 
２０２＿年度 

火山 

火山は、総合訓練で要求されるＳＡ事象との重畳は想定されていないため、本計画では適用外とする。 

（なお、保修統括課所掌の自然災害対応内規および発電課所掌の運転総括内規にて、火山事象の教育訓練を実施してい

る。） 

テ
ロ
対
応 

設備破壊 
施設防護課所掌のＰＰ訓練にて実施のため、本計画では適用外とする。 

侵入・占拠 

他
発
電
所 

の
発
災 

要員の派遣 
他電力の訓練に参加して実施するため、本計画では適用外とする 

資機材の貸与 
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別紙－１（7/9） 
 

（Ｄ）周辺住民への対応を支援する活動を主体とした機能（主要事象）（１／２） 

主要事象 

伊方発電所、原子力施設事態即応センター（松山、高松）、東京支社 

オフサイト対応機能 広報機能 

ＯＦＣ派遣※1 

（ＯＦＣプラント班、事業者ブース） 
自治体派遣※2 プレス対応（発電所）※3 プレス対応（即応センター）※3 

大
規
模
損
壊 

自然災害（地震＋津波を想定） ２０２＿年度 

愛媛県防災訓練にて

実施のため、本計画

では適用外とする。 

２０２＿年度 

航空機衝突 ２０２＿年度 ２０２＿年度 

重
大
事
故 

全交流電源喪失 
［SBO＋CCW 機能喪失＋RCP シール LOCA］ 

２０２２年度 ２０２２年度 

格納容器過圧破損 
［大 LOCA＋ECCS 注入失敗＋C/V スプレイ注入失敗］ ２０２＿年度 ２０２＿年度 

格納容器過温破損 
［SBO＋補助給水失敗］ 

２０２＿年度 ２０２＿年度 

全交流電源喪失 
［運転停止中(燃料取出前)＋SBO＋CCW 機能喪失］ ２０２＿年度 ２０２＿年度 

SFP 水の小規模な喪失 
［SFP 冷却系配管の破断］ 

２０２＿年度 ２０２＿年度 

異
常
事
象 

重要設備の故障・異常 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

通信設備機能喪失 ２０２＿年度 ２０２＿年度 

中央制御室機能喪失 ２０２＿、２０２＿年度 ２０２＿、２０２＿年度 

計画外の放射性物質放出※3 ２０２＿、２０２＿、２０２＿、年度 ２０２＿、２０２＿、２０２＿、年度 

人的被害 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

火災 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 ２０２２、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿、２０２＿年度 

溢水 ２０２＿年度 ２０２＿年度 

ト
ラ
ブ
ル
対
応 

運転操作のエラー 

通常業務にて実施 通常業務にて実施 保守作業のエラー 

保守管理のエラー 

※1 総合訓練における社外関係機関への情報連絡は訓練計画時の調整状況により一部模擬とする。 
※2 愛媛県の訓練に参画して実施する。 
※3 訓練シナリオに応じて適宜取り入れる。 
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別紙－１（8/9） 
 

（Ｄ）周辺住民への対応を支援する活動を主体とした機能（複合事象）（２／２） 

主要事象 

伊方発電所、原子力施設事態即応センター（松山、高松）、東京支社 

オフサイト対応機能 広報機能 

ＯＦＣ派遣※1 

（ＯＦＣプラント班、事業者ブース） 
自治体派遣※2 

プレス対応（発電所）※3 
（報道班） 

プレス対応（即応センター）※3 
（報道班） 

複
合
事
象 

複数号機同時発災 １、２号機は廃止措置中であり、個別ＥＡＬが適用外となっていることから訓練事象から除外。 

夜間の事象発生 ２０２＿年度 

愛媛県防災訓練にて

実施のため、本計画

では適用外とする。 

２０２＿年度 

地震（大規模事象にて津波の連動を想定する） ２０２２、２０２＿、２０２＿年度 ２０２２、２０２＿、２０２＿年度 

台風（洪水・高潮・竜巻・暴風等の自然災害を

考慮） 
２０２＿年度 ２０２＿年度 

火山 

火山は、総合訓練で要求されるＳＡ事象との重畳は想定されていない

ため、本計画では適用外とする。 

（なお、保修統括課所掌の自然災害対応内規および発電課所掌の運転

総括内規にて、火山事象の教育訓練を実施している。） 

火山は、総合訓練で要求されるＳＡ事象との重畳は想定されていない

ため、本計画では適用外とする。 

（なお、保修統括課所掌の自然災害対応内規および発電課所掌の運転

総括内規にて、火山事象の教育訓練を実施している。） 

テ
ロ
対
応 

設備破壊 
  

侵入・占拠 

他
発
電
所 

の
発
災 

要員の派遣 
  

資機材の貸与 

※1 ＯＦＣ派遣要員を対象とする。 
※2 愛媛県の訓練に参画して実施する。 
※3 （Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の広報機能と同じ。 
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別紙－１（9/9） 
 
 
 
 
参考 緊急時対応活動 

訓練項目 
訓練実施年度 

２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２５年度 ２０２６年度 ２０２７年度 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

訓練計画課所掌の緊急時対応訓練マニュアルにて実施のため、本計画では適用外とする。 
ただし、訓練シナリオに応じて、総合防災訓練にて実動訓練を適宜実施する。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順等 

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

1.17 監視測定等に関する手順等 

1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

1.19 通信連絡に関する手順等 

重大事故等対応共通 

１，２号機緊急時対応活動にかかる手順 

大規模損壊に関する手順等 

大規模損壊において臨機応変な配置変更に対応できるよう発電所災害対

策要員の多能化を図るための教育訓練 
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別紙－２（1/43） 

別紙－2 活動項目、達成目標、評価項目 
 

〇訓練中長期計画より、総合防災訓練において、以下の機能について評価する。 

 
（Ａ）オンサイトの活動を主体とした機能 

伊方発電所 災害対策本部機能 

災害対策本部 

運営機能 

情報連絡機能 対策実施機能 ロジスティクス機能 

広報機能 
社内対応 所外対応 運転操作 調査・復旧 

緊急時 

対応活動 
技術支援 消防 総務 避難誘導 

原子力 

災害医療 

 

（Ｂ）原子力施設事態即応センターが発電所を支援するための活動を主体とした機能 

原子力施設事態即応センター（松山、高松） 災害対策本部機能 

災害対策本部 

運営機能 

情報連絡機能 
ＥＲＣ対応機能 

対策実施機能 ロジスティクス機能 
広報機能 後方支援拠点機能 

社内対応 社外対応 調査・復旧 技術支援 総務 

 

（Ｃ）東京支社が発電所を支援するための活動を主体とした機能 

東京支社 災害対策本部機能 

災害対策本部 

運営機能 

情報連絡機能 
ＥＲＣ対応機能 広報機能 

社内対応 社外対応 

 

（Ｄ）周辺住民への対応を支援する活動を主体とした機能 
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（Ａ）オンサイトの活動を主体とした機能 

○本部運営機能（指揮本部） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・災害対策本部の設置 ・防災体制の発令、対策本部の設置が速

やかにできる 

・EL32m 緊急時対策所への移動を速や

かに指示し、防災体制が構築できる 

１．異常時連絡体制、非常準備事態、第１種・第２種非常体制を認識し、速やかに防災体制を発令で

きているか 

２．EL32m 緊急時対策所の立ち上げを指示できているか 

（通信連絡設備、モニタリング設備、電源設備、空調設備、計器類の準備） 

３．防災管理者は、災害対策本部運営を取り仕切る総括を指名できているか 

４．総括は、自らが所轄する各班の班長を指名できているか 

５．災害対策本部運営のための要員が揃っている事を確認できているか 

６．防災体制が遷移した際、原子力部長に報告できているか 

７．防災体制が遷移した際、その時間は明確か 

・災害対策本部の運営 

・プラント状況の整理 

・事故対応指揮 

 

＊社内関係個所とは、即応センタ

ー松山・高松、東京支社、ＯＦ

Ｃ事業者ブース（ＯＦＣ立ち上

げ後）を言う（以降も同様） 

・常に 新のプラント状況を把握し、災

害対策本部を運営し、事故拡大防止の

指揮が適切にできる 

 

８．EL32m 緊急時対策所に参集後、本部体制が確立してすぐに、初回のブリーフィングの開催を指示

できているか 

９．初回のブリーフィングにおいて、発生事象の整理、プラント状況の把握、戦略の決定等の情報を、

対策本部内および社内関係個所と共有できているか 

10．初回のブリーフィング以降は、概ね３０分間隔で定期的に会議を開催できているか 

11. ブリーフィングは、災害対応を遅延させることがないよう短時間で実施できているか 

12．適用内規を明確にし、対応方針を対策本部内および社内関係個所と共有できているか 

13．防災管理者は、主体性を持って事故対応を主導できているか 

14．事故拡大防止措置に必要な、要員・資機材・時間を確認し、管理するよう指示できているか 

15．選択した事故拡大防止措置とその効果について把握できているか 

16．多数の情報から取捨選択し、共有すべき情報を対策本部内および社内関係個所と情報共有できて

いるか 

17．原子炉主任技術者は、原子炉施設の保安上必要な場合、適宜助言及び指導ができているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・通報連絡指揮 

 

 

・ＥＡＬ該当事象の判断が速やかにで

きる 

・発生したＥＡＬ該当事象に対する社

内外関係個所への連絡を指揮し、適切

な通報連絡ができる 

18．ＥＡＬ該当事象発生からＥＡＬ該当判断まで速やかに実施できているか 

（防災管理者の判断まで目標５分以内） 

19．ＥＡＬ該当を判断した時間は明確か 

20．事象発生やＥＡＬ判断から通報連絡までの時間を把握し、通報すべき事象が後発して重複した場

合は、次報に回す等の適切な対応を指示できているか 

・現場管理 

 

 

 

・アクセスルートや建物状況を確認し、

適切な対応ができる 

21．アクセスルートおよび建物の状況を把握し、対策本部内および社内関係個所と情報共有できてい

るか 

22．アクセスルート確保の指示ができているか 

23．アクセスルートの状況を把握し、車両アクセスに関する注意事項を考慮するよう指示できている

か 

・傷病者の有無について確認し、適切な

対応ができる 

24．傷病者や被災場所等の情報を収集、整理し、社内外関係個所と連絡を取って対応するよう指示で

きているか 

・火災発生の有無について確認し、適切

な対応ができる 

25．火災の状況を収集、整理し、社内外関係個所と連絡を取って対応するよう指示できている    

  か 

・熱中症等に対応するため、適切な対応

ができる 

26．現場の作業環境を把握し、熱中症予防策の検討、実施を指示できているか 

27．放射線防護衣を着用している場合、社内規定の範囲で放射線防護衣の着用軽減を検討、実施を指

示できているか 

・被ばく線量低減等に対応するため、適

切な対応ができる 

28．現場の放射線状況を把握し、作業員の被ばく線量の低減対策を検討、実施および被ばく管理を指

示できているか 

・緊急作業に従事する際には、意思確認

ができる 

29．緊急作業（線量限度 250mSv）に該当する場合、意思確認を指示できているか 

・安定ヨウ素剤の服用基準に達した時、

安定ヨウ素剤の服用指示ができる 

30．安定ヨウ素剤の服用基準を認識し、速やかに安定ヨウ素剤の服用を指示できているか 

・炉心損傷またはその兆候を確認した

時、放射線防護衣着用の指示ができる 

31．放射線防護衣の着用基準を認識し、速やかに放射線防護衣の着用を指示できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・避難誘導指揮 

 

 

 

 

・プラント状況や建物、道路状況を把握

し、避難誘導活動の指揮が適切にでき

る 

32．プラント状況や建物、アクセスルート状況を把握し、避難経路や避難場所を検討して避難指示を

できているか 

33．伊方ビジターズハウス職員に対して、速やかに見学者の避難を指示できているか 

34．構内放送等の手段を利用して、発電所職員に対して避難を指示できているか 

35．避難状況を把握できているか 

・広報活動指揮 

 

・地域広報、プレス対応等の広報活動に

ついて、指揮が適切にできる 

36．緊急広報の実施要否判断基準を認識し、緊急広報の実施要否検討を指示できているか 

37．プレス発表に対する対応準備を指示できているか 

・大規模損壊対応 ・大規模損壊発生時、対応操作を主導し

て、状況整理および戦略立案ができる 

38．初動対応フローにて、状況把握および実施すべき対応処置の戦略を立案し、防災管理者に具申で

きているか 

39．個別対応フローにて、実施すべき対応処置の指揮および対応状況の管理を主導できているか 

 

○情報連絡機能 

社内対応（情報連絡班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・情報連絡班立ち上げ ・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・緊急時対策所内の通信連絡設

備の立ち上げ 

・EL32m 緊急時対策所の通信連絡設備

の立ち上げが速やかにできる 

２．EL32m 緊急時対策所への移動指示から、１５分以内で所定の通信連絡設備の立ち上げが完了で

きているか 

・社内関係箇所との情報共有 

 

・適切な情報収集、整理を行い、遅滞な

く社内関係個所と情報共有ができる 

３．発生事象を正確に確認し、社内関係個所に情報連絡できているか 

４．通報連絡に際して、社内関係個所に事前・事後の情報連絡をできているか 

５．防災体制が遷移した際、社内関係個所に情報連絡できているか 

  （異常時連絡体制、非常準備体制、第１種、第２種非常体制） 

６．多数の情報から取捨選択し、共有すべき情報を時系列システム等の情報共有ツールにて情報発信

できているか 

（ＥＡＬ判断や防災体制が遷移した時間、作成した資料、通報ＦＡＸ等の情報） 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・情報管理 

 

・即応センターや東京支社からの情報

連絡、依頼事項等を一元管理し、適切

な情報統制ができる 

７．社内関係個所からの情報連絡事項や、発電所への依頼事項等を一元管理し、対策本部内での情報

共有および適切な情報統制ができているか 

 

社外対応（情報連絡班） 注：以下の事項について、通報連絡の数だけ評価書を準備し、その都度評価する 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・情報収集、確認、整理 

・通報連絡文の作成および送信 

・社外関係箇所への情報連絡 

・適切な情報収集、整理を行い、遅滞な

く社外関係個所へ通報連絡を実施す

る 

１．発生事象を正確に確認し、通報基準を判断できているか 

２．通報連絡ＦＡＸの様式間違い、記載の抜け、誤記は無いか（ダブルチェック等による誤記および、

ツールによる記載の抜けの有無、記載内容の再確認を実施できているか） 

３．プラント状況および事故の原因等を可能な範囲で記載し、通報連絡内容の質の向上が図られてい

るか 

４．情報連絡班長にて、通報連絡ＦＡＸの 終確認をできているか 

５．通報連絡ＦＡＸの送信モードは正しく選択できているか 

６．通報連絡ＦＡＸの発信は目標時間内に実施できているか 

（お知らせ、異常時通報：３０分以内 ＡＬ・ＳＥ・ＧＥ：１５分以内） 

７．通報連絡ＦＡＸ送信後、社外関係個所に対して電話による着信確認を遅滞なく実施できているか 

８．通報連絡ＦＡＸ送信後、一斉連絡装置による音声メッセージの発信を、正しい送信モードで遅滞

なく実施できているか 

９．通報連絡ＦＡＸ送信後、配送結果を確認し、配送できなかった宛先がある場合は再送信する等の

対応をできているか 
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○対策実施機能 

運転操作（運転班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・運転班の立ち上げ ・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・プラントの状態および機器の

動作状況等の把握 

・事故拡大防止および影響緩和

に必要な運転上の措置の検討、

実施および進捗管理 

 

 

・中央制御室との情報連携により、プラ

ントの状態および機器の動作状況等

の情報を把握し、管理できる 

・運転班内および本部内で情報が共有

できる 

・事故の状況および設備の動作状況を

考慮した、運転上の措置を検討し、実

施できる 

・実施した運転上の措置の進捗が管理

できる 

２．中央制御室との情報連携により、プラントの状態および機器の動作状況等を把握し、情報を整理

して、適宜、本部内で情報が共有できているか 

３．適用内規を明確にし、内規に従い、順次事故拡大防止および影響緩和に必要な運転上の措置を検

討し、実施できているか 

４．実施する事故拡大防止および影響緩和に必要な運転上の措置の優先順位を明確にし、進捗が管理

できているか 

５．事象進展を予測し、事故拡大防止および影響緩和に必要な運転上の措置の戦略を立案、実施でき

ているか 

６．情報共有ツール（Notes、時系列システム等）にて情報発信できているか 

・ＥＡＬ事象該当確認 

 

・該当したＥＡＬ事象全てについて、該

当確認できる 

 

７．ＥＡＬ事象該当条件成立時、速やかに状況を確認し、防災管理者に報告できているか（防災管理

者の判断まで目標５分以内） 

８．ＥＡＬ事象該当の判断が成された場合、情報連絡班にＥＡＬチェックリストを連携できているか 

９．ＥＡＬ事象の判断状況が整理できているか 

・ＡＭＧを使用した対応措置 ・ＡＭＧを使用した適切な対応措置が

検討できる 

10．ＡＭＧチェックシート等を用いて対応処置を抽出し、操作による影響が評価できているか 

11．対応措置の実施に当たり、防災管理者の承認を得て当直長への操作が指示できているか 

・ＣＯＰの作成 

・プラント状況の把握 

・時系列システムや他班から情報収集

してＣＯＰを作成および管理し、プラ

ント状況を適切に把握することがで

きる 

12．時系列システムや他班から情報収集し、ＣＯＰを作成できているか 

13．ＣＯＰを常に 新管理し、プラント状況の把握ができているか 
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○対策実施機能 

調査・復旧（調査復旧班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・調査復旧班の立ち上げ ・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・緊急時対策所の運営に必要な

補機の立ち上げ（初動対応） 

・EL32m 緊急時対策所に移動して直ぐ

に、緊対所の運営に必要な補機の立ち

上げ等ができる 

２．酸素濃度計、二酸化炭素濃度計を起動できているか 

３．現地活動班に対して、緊急時対策所用の非常用電源の準備、空調設備の起動を指示できているか 

４．夜間の場合は、活動場所への可搬照明手配（10m、海水ﾋﾟｯﾄ、32m 等）を指示できているか 

・緊急時対策所の運営に必要な

補機の立ち上げ 

・事故の状況に応じて、緊対所の運営に

必要な補機の立ち上げ等ができる 

５．放射性物質の放出の恐れがある事象で原災法１０条に該当する事態となれば、緊急時対策所加圧

装置による空気供給準備（空調設備停止準備、ダンパ切替準備）の開始を指示できているか 

６．プルーム放出のおそれ（具体的には、①炉心損傷またはその兆候を確認、②可搬型代替モニタに

より加圧が必要と判断、③緊急時対策所エリアモニタの線量率が上昇）が確認された場合、緊急

時対策所加圧装置への切替（室内加圧 100Pa 以上）を指示できているか 

・状況把握および対策の実施 

 

 

 

・事故状況を把握し、適切な対策が実施

できる 

 

 

 

 

７．地震が発生した場合は、施設管理内規 17.(3)に基づく総合巡視点検および放射性同位元素管理

内規 11.1 に基づく放射線施設の点検を指示できているか 

８．運転班の情報を基に、事故の状況を把握できているか 

９．事故対応に必要な対策を立案するとともに、現地活動班に対応を指示できているか 

10．実施する対策の優先順位を明確にしたうえで進捗管理できているか 

11．情報共有ツール（Notes、時系列システム）にて情報発信できているか 

・現地活動班へ必要な人的資源

の管理 

・各活動班の状況を把握し、必要な人員

の確保・配置ができる 

12．各現場で活動している活動班の人数、活動状況を把握できているか 

13．事故状況および今後の進展予測に基づき、必要な人数を各現場活動班に配分できているか 

・現地活動班へのプラント状況

の連携、活動の指示、活動結果

の集約等の実施 

・各活動班に対し指示伝達および結果

の把握ができる 

 

14．現場要員への指示、および現場からの対策の結果を本部内で情報共有できているか 

15．プラントの状況（発災状況、アクセスルート状況、放射性物質の放出 等）を整理し、現場要員

に対して情報発信し、放射線防護具の着用などの対策の指示を適切に実施できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・現地活動班の体調管理 

 

・現地活動班員の体調管理ができる 16．屋外の気温や湿度、風速等の気象情報を入手し、現地活動要員に対して、適度な休憩の実施や体

調不良者の有無の確認等の管理ができているか 

17．必要の都度、総務班に対して現場に休憩所の設置を依頼できているか 

 

緊急時対応活動（配管接続班）  

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・配管接続班による、EL32m 緊

急時対策所空調設備（A 系）の

起動 

・所定の時間内で、指示された活動を完

了できる 

１．配管接続班による EL32m 緊急時対策所空調設備（A 系）の起動を３５分以内に実施できている

か 

・本部との情報連絡 

・班内での情報共有 

・活動の開始終了連絡ができる 

・プラント情報や、活動内容を班内で共

有できる 

２．本部に情報連絡すべき現場の状況について、適宜情報連絡できているか 

３．活動開始、終了の連絡が時間と併せて連絡できているか 

４．本部からプラント情報が連携されたら、班長は班員に情報共有できているか 

５．班長は、今から実施する活動の目的を明確にし、班員が共通認識を持って作業に当たれるよう十

分説明ができているか（適宜ブリーフィングを実施し、 後に『質問は無いか？』と問い掛けを

実施できているか） 

・班員の体調管理 ・班員の体調管理ができる ６．班員の体調管理（適切な休憩の実施、体調不良者の有無の確認）ができているか 
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緊急時対応活動（水源確保班）  

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・水源確保班による、淡水タンク

を水源とした中型ポンプ車と

加圧ポンプ車による注水準備 

・所定の時間内で、指示された活動を完

了できる 

１．水源確保班による、淡水タンクを水源とした中型ポンプ車と加圧ポンプ車による注水準備が８０

分以内に実施できているか 

・本部との情報連絡 

・班内での情報共有 

・活動の開始終了連絡ができる 

・プラント情報や、活動内容を班内で共

有できる 

２．本部に情報連絡すべき現場の状況について、適宜情報連絡できているか 

３．活動開始、終了の連絡が時間と併せて連絡できているか 

４．本部からプラント情報が連携されたら、班長は班員に情報共有できているか 

５．班長は、今から実施する活動の目的を明確にし、班員が共通認識を持って作業に当たれるよう十

分説明ができているか（適宜ブリーフィングを実施し、 後に『質問は無いか？』と問い掛けを

実施できているか） 

・班員の体調管理 ・班員の体調管理ができる ６．班員の体調管理（適切な休憩の実施、体調不良者の有無の確認）をできているか 

 

緊急時対応活動（電源確保班）  

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・電源確保班による、EL32m 緊

急時対策所用発電機（1 台）の

起動 

・所定の時間内で、指示された活動を完

了できる 

１．EL32m 緊急時対策所用発電機による緊急時対策所(EL.32m)への電源供給の準備を、手順通り実

施できているか 

２．緊急時対策所(EL.32m)への電源供給の準備が、45 分以内に実施できているか 

・本部との情報連絡 

・班内での情報共有 

・活動の開始終了連絡ができる 

・プラント情報や、活動内容を班内で共

有できる 

３．本部に情報連絡すべき現場の状況について、適宜情報連絡できているか 

４．活動開始、終了の連絡が時間と併せて連絡できているか 

５．本部からプラント情報が連携されたら、班長は班員に情報共有できているか 

６．班長は、今から実施する活動の目的を明確にし、班員が共通認識を持って作業に当たれるよう十

分説明ができているか（適宜ブリーフィングを実施し、 後に『質問は無いか？』と問い掛けを

実施できているか） 

・班員の体調管理 ・班員の体調管理ができる ７．班員の体調管理（適切な休憩の実施、体調不良者の有無の確認）をできているか 
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緊急時対応活動（アクセスルート確保班）  

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・アクセスルート確保班による、

ホイールローダー等を用いた

アクセスルートの確保 

・指示された活動を完了できる １．アクセスルート確保班による、ホイールローダーを用いたアクセスルート確保作業（模擬含む）

が手順通り実施できているか 

・本部との情報連絡 

・班内での情報共有 

・活動の開始終了連絡ができる 

・プラント情報や、活動内容を班内で共

有できる 

２．本部に情報連絡すべき現場の状況について、適宜情報連絡できているか 

３．活動開始、終了の連絡が時間と併せて連絡できているか 

４．本部からプラント情報が連携されたら、班長は班員に情報共有できているか 

５．班長は、今から実施する活動の目的を明確にし、班員が共通認識を持って作業に当たれるよう十

分説明ができているか（適宜ブリーフィングを実施し、 後に『質問は無いか？』と問い掛けを

実施できているか） 

・班員の体調管理 ・班員の体調管理ができる ６．班員の体調管理（適切な休憩の実施、体調不良者の有無の確認）をできているか 

 

○対策実施機能 

技術支援（技術支援班 炉心管理チーム 本部要員） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・技術支援班（炉心管理チーム）

の立ち上げ 

・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・炉心状況の把握 

・ＳＦＰ状況の把握 

 

 

・炉心、ＳＦＰの状況把握ができる 

 

２．炉心、ＳＦＰの状況の把握のために必要な情報（データや対応操作等）を入手し整理できている

か 

３．入手した情報により炉心、ＳＦＰの状況を適切に把握できているか 

４．炉心、ＳＦＰの状況の変化および事象進展予測について、遅滞なくデータ採取および分析を行

い、時系列システム等にて情報発信できているか 

５．事象進展予測については、即応センター（松山）と協調して実施し、炉心損傷の兆候または炉心

損傷を前広に把握できているか 

６．情報共有ツール（Notes、時系列システム等）にて適切な情報発信できているか 
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○対策実施機能 

技術支援（技術支援班 放射線管理チーム 本部要員） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・技術支援班（放射線管理チー

ム）の立ち上げ 

・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・緊急時対応要員の被ばく管理 

・構内外の線量管理 

（野外モニタおよび可搬型モ

ニタ等の監視） 

 

・緊急時対応要員への放射線管理上の

指示が速やかにできる 

 

２．ＴＲＡＭＳ等により直ちに発電所内外の放射線レベルを調査し、必要に応じて放射線防護上の

措置を講じるよう指示をできているか 

３．不必要な被ばくを防止するため、関係者以外の立ち入りを禁止する区域を設置し、標識による

明示の指示ができているか 

４．放射性物質による汚染が確認された場合、速やかにその拡大の防止および除去の指示ができて

いるか 

５．風向き等の気象状況やモニタリングデータを勘案し、放射線管理上の指示ができているか 

・放射線防護具の着用判断・指示が速や

かにできる 

６．運転班や炉心管理チームと連携し、炉心損傷または炉心損傷の兆候を把握し、放射線防護具の

着用判断および指示ができているか 

７．放射線防護具着用指示に併せて、ＡＰＤ電源をＯＮとするよう指示できているか 

・モニタリングデータの収集および情

報発信ができる 

 

８．放射性物質が発電所敷地外に放出された場合、放射線監視データ、気象観測データ等から放射

能影響範囲の推定の指示ができているか 

９．情報共有ツール（Notes・時系列システム等）にて、モニタリングデータ等の放射線管理上必

要な情報が発信できているか 

・避難活動補助 ・避難活動に対して、的確な助言ができ

る 

10．緊急作業従事者以外を避難させる場合、女性を優先して発電所構内より避難させるよう総務班長

に指示ができているか 

11．風向き等の気象状況やモニタリングデータを勘案し、避難経路を総務班長に助言できているか 

・災害対応 ・プラント状況に応じて、社内規定に基

づいた対応処置ができる 

12．プラント状況を把握し、状況に応じて、社内規定に基づいた対応処置の実施を指示できているか

（対応処置の詳細は対応処置一覧表参照） 

・現地作業員の体調管理 ・現地作業員（技術支援班）の体調管理

ができる 

13．現地作業員（技術支援班）の体調管理（適切な休憩の実施、体調不良者の有無の確認）ができて

いるか 

99



別紙－２（12/43） 

【対応処置一覧表】 

適 用 条 件 対 応 処 置 

（モニタリングステーションおよびモニタリングポストの何

れかの放射線量の測定機能を喪失した場合） 

・可搬型代替モニタを設置するよう指示ができているか 

（放射性物質の放出があった場合またはそのおそれがある場

合） 

・発電所およびその周辺の空気中の放射性物質濃度を測定するように指示ができているか 

・土中の放射性物質の濃度を測定するように指示ができているか 

・小型船舶で周辺海域を移動し、可搬型放射線計測器等により放射性物質の濃度および放射線量を測定するよう

に指示ができているか 

・モニタリングステーションおよびモニタリングポストのバックグラウンド低減対策をするように指示ができて

いるか（モニタリングステーションおよびモニタリングポストが機能喪失している場合は、この限りではな

い） 

・モニタリング結果から、放射性物質の放出率の簡易評価をするように指示ができているか 

（周辺海域へ放射性物質が含まれる水が放出されるおそれが

ある場合） 

・可搬型放射線計測器により水中の放射性物質の濃度を測定するように指示ができているか（陸上で試料採取） 

（気象観測設備が故障等した場合） ・可搬型気象観測設備により風向、風速その他の気象観測項目を測定するように指示ができているか 

（周辺汚染により、放射性物質の濃度測定時のＢＧが上昇し、

可搬型放射線計測器での測定が不能となった場合） 

・放射性物質の濃度測定時のバックグラウンド低減対策をするように指示ができているか 

（緊急時対策所（ＥＬ．３２ｍ）が使用できない場合） ・総合事務所内の緊急時対策所内の緊急時対策所エリアモニタを設置するように指示ができているか 

・総合事務所１階にチェンジングエリアを設置するように指示ができているか 

（総合事務所屋上での作業が発生した場合） ・総合事務所屋上にチェンジングエリアを設置するように指示ができているか 

（放射線個人被ばく管理システムが使用不能となった場合） ・手書きによる管理またはバックアップシステムによる管理をするように指示ができているか 
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達 成 目 標 評 価 項 目 

（炉心損傷が予想される事態となった場合または炉心損傷の

兆候が見られた場合） 

・緊急時対策所(EL.32m)および待機所にチェンジングエリアを設置するように指示ができているか 

（原子力災害対策特別措置法第１０条事象が発生した場合） 

 

 

・加圧判断用可搬型モニタを設置するように指示ができているか 

・海側敷地境界付近に可搬型モニタを設置するように指示ができているか 

・緊急時対策所(EL.32m)内の緊急時対策所エリアモニタを設置するように指示ができているか 

・中央制御室東側と西側出入口付近の２箇所にチェンジングエリアを設置するように指示ができているか 

（緊急時対策所空気浄化設備の起動を実施する場合） ・可搬型エリアモニタを設置し、放射線量を監視するように指示ができているか 

・可搬型エリアモニタの線量が上昇した場合、周辺に立ち入りを制限する区域を設ける等の指示ができているか 

（大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その

他テロリズムにより発電用原子炉施設が被害を受けた場合

（大規模損壊時）） 

・緊急時対策所(EL.32m)の加圧判断用可搬型モニタ、緊急時対策所エリアモニタ、可搬型代替モニタ（モニタリ

ングステーションおよびモニタリングポストの機能が喪失している場合）および可搬型気象観測設備（風向風

速計）（気象観測設備の機能が喪失している場合）を設置するように指示ができているか 

（湊浦で震度５強以上の地震または自然災害による伊方町に

おける家屋倒壊が発生した場合） 

・総合巡視点検、放射線施設（ＲＩ）点検を実施するように指示ができているか 

 

技術支援（技術支援班 放射線管理チーム モニタリング隊） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・放射線管理上の措置 

 

・放射線管理上の措置が速やかにでき

る 

 

１．異常発生についての連絡を受けた場合、ＴＲＡＭＳ等により直ちに発電所内外の放射線レベル

を調査し、放射線防護上の措置を講じているか 

２．放射線防護具着用のフォローができているか 

３．不必要な被ばくを防止するため、関係者以外の者の立ち入りを禁止する区域を設置し、標識に

よる明示ができているか 

４．放射性物質による汚染が確認された場合、速やかにその拡大の防止および除去ができているか 

５．放射性物質が発電所敷地外に放出された場合、放射線監視データ、気象観測データ等から放射

能影響範囲の推定ができているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・各種測定、監視、評価等 ・各種測定、監視、評価等が速やかにで

きる 

・モニタリングデータの把握および情

報発信が速やかにできる 

６．ＴＲＡＭＳ等にてモニタリングデータを時系列システム等にて情報発信ができているか 

７．情報共有ツール（Notes・時系列システム等）にて適切な放射線管理上の情報発信ができてい

るか 

・班員の体調管理 ・班員の体調管理ができる ８．班員の体調管理（適切な休憩の実施、体調不良者の有無の確認）ができているか 

・災害対応 ・プラント状況に応じて、社内規定に基

づいた対応処置ができる 

９．本部の指示により、社内規定に基づいた対応処置の実施を指示できているか（対応処置の詳細

は対応処置一覧表（モニタリング隊）参照） 

 

【対応処置一覧表（モニタリング隊）】 

適 用 条 件 対 応 処 置 

（モニタリングステーションおよびモニタリングポストの何

れかの放射線量の測定機能を喪失した場合） 

・可搬型代替モニタの設置ができるか（１９５分以内） 

 

（放射性物質の放出があった場合またはそのおそれがある場

合） 

・発電所およびその周辺の空気中の放射性物質濃度の測定ができるか 

（ＭＳ付近）モニタ車使用の場合 ： ９０分以内 

モニタ車不使用の場合：１２５分（α線測定なし） 

１３５分以内（α線測定あり） 

・土中の放射性物質の濃度の測定ができるか（１２０分以内） 

・小型船舶で周辺海域を移動し、可搬型放射線計測器等により放射性物質の濃度および放射線量の測定ができる

か（２７０分以内） 

・モニタリングステーションおよびモニタリングポストのバックグラウンド低減対策ができるか（２４０分以

内） 

・モニタリング結果から、放射性物質の放出率の簡易評価ができるか 
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適 用 条 件 対 応 処 置 

（周辺海域へ放射性物質が含まれる水が放出されたおそれが

ある場合（原子炉格納容器（アニュラス部）破損箇所に大型

放水砲等で放水した際、放射性物質を含む水が周辺海域に放

出されるおそれがある場合を含む） 

・可搬型放射線計測器により水中の放射性物質の濃度の測定ができるか（陸上で試料採取） 

（２６０分以内） 

（気象観測設備が故障等した場合） ・可搬型気象観測設備により風向、風速その他の気象観測項目の測定ができるか（２７０分以内） 

（周辺汚染により、放射性物質の濃度測定時のＢＧが上昇し、

可搬型放射線計測器での測定が不能となった場合） 

・放射性物質の濃度測定時のバックグラウンド低減対策ができるか 

（緊急時対策所（ＥＬ．３２ｍ）が使用できない場合） 

 

・総合事務所内の緊急時対策所内の緊急時対策所エリアモニタの設置ができているか 

・総合事務所１階にチェンジングエリアの設置ができているか（９０分以内） 

（総合事務所屋上における作業が発生した場合） ・総合事務所屋上にチェンジングエリアの設置ができるか 

（放射線個人被ばく管理システムが使用不能となった場合） ・手書きによる管理またはバックアップシステムによる管理ができるか 

（炉心損傷が予想される事態となった場合または炉心損傷の

兆候が見られた場合） 

・緊急時対策所(EL.32m)および待機所にチェンジングエリアの設置ができるか（４５分以内） 

（原子力災害対策特別措置法第１０条事象が発生した場合） ・加圧判断用可搬型モニタの設置ができるか（１５分以内） 

・海側敷地境界付近に可搬型モニタの設置ができるか（１５５分以内） 

・緊急時対策所(EL.32m)内の緊急時対策所エリアモニタの設置ができるか（２０分以内） 

・中央制御室東側と西側出入口付近の２箇所にチェンジングエリアの設置ができるか（６０分以内） 

（緊急時対策所空気浄化設備の起動を実施する場合） ・可搬型エリアモニタを設置し、放射線量の監視ができているか 

・可搬型エリアモニタの線量が上昇した場合、周辺に立ち入りを制限する区域を設ける等の対応ができているか 

（規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他

テロリズムにより発電用原子炉施設が被害を受けた場合

（大規模損壊時）） 

・緊急時対策所(EL.32m)の加圧判断用可搬型モニタ、緊急時対策所エリアモニタ、可搬型代替モニタ（モニタリ

ングステーションおよびモニタリングポストの機能が喪失している場合）および可搬型気象観測設備（風向風

速計）（気象観測設備の機能が喪失している場合）を設置できているか（１９５分以内） 

（湊浦で震度５強以上の地震または自然災害による伊方町に

おける家屋倒壊が発生した場合等） 

・総合巡視点検、放射線施設（ＲＩ）点検ができているか 
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○対策実施機能 

消防（消防班 本部要員） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・消防班の立ち上げ ・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・消火活動指揮 ・火災状況の把握ができる 

 

２．火災状況（火災源、火災規模、延焼性、ハロン消火設備の作動状況等）を現地消防隊から収集で

きているか 

３．地震発生時には、火災発生状況の現場確認、消火設備（ハロン消火設備、消火栓、消防水利等）

の健全性確認を現地消防隊に指示できているか 

４．本部内にてアクセスルート状況を把握し、現地消防隊に車両のアクセス経路の指示ができている

か 

・放射性物質放出の有無を把握ができ

る 

 

５．放射性物質の放出の有無を本部内でモニタ指示等の情報収集を行い、放射性物質の放出状況を確

認できているか 

・有効な消火方法の検討ができる ６．消火活動に必要となる進入・避難の経路を現地消防隊から収集できているか 

７．有効な消火手段の決定、水利選定等が現地消防隊と協議・検討できているか 

・自衛消防隊への消火活動の指示がで

きる 

８．現地指揮本部と協議のうえで、消火活動の指示等を実施できているか 

・公設消防への通報ができる ９．公設消防への１１９番通報を、火災状況の説明と併せて実施できているか 

・火災情報の共有 ・本部内および所外へ情報発信できる 10．事務系総括へ火災状況および消火活動の状況を報告できているか 

11．情報共有ツール（Notes、時系列システム等）にて情報発信できているか 
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現地消防隊（消防連絡班、消防自動車班、消火班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（消防連絡班） 

・消防班との情報連携 

 

・現地消防隊内の指揮 

 

 

・火災現場等の現場情報を消防班と連携で

きる 

・消防班からの指示を受け、現地消防隊へ

指示命令等の伝達ができる 

 

１．火災状況を消防自動車班、消火班から情報収集し、消防班に連携できているか  

２．消防班からの指示を受け、消防自動車班、消火班に指示命令等の伝達ができているか 

 

（消防自動車班） 

・消火活動 

 

・公設消防との連携 

 

・適切に状況を把握し、消火活動が実施で

きる 

・現地で公設消防との連携ができる 

 

３．現地消防班の消防連絡班、消火班と情報連携ができているか 

４．火災状況（火災源、火災規模、延焼性等）を把握できているか 

５．消火活動に必要となる進入・避難経路を把握できているか 

６．消火設備（ハロン消火設備、消火栓、水利等）の健全性を把握し、有効な消火手段の検討

ができているか 

７．現地で公設消防と連携し、必要な指示を仰ぎながら消火活動ができているか 

（消火班） 

・消火活動の補助 

 

・消防自動車班の活動補助ができる 

 

 

８．消防連絡班の指示または消防自動車班の応援要請を受け、連携した活動ができているか 
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○ロジスティクス機能 

総務（総務班 本部要員） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・総務班の立ち上げ ・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

（ロジスティクス） 

・災害対応活動支援 

 

・災害対応に必要な情報を収集し、情報

発信できる 

 

 

２．地震や津波等の気象情報を収集し、本部内で情報共有できているか 

３．災害対応に必要な情報について、情報共有ツール（Notes、時系列システム等）にて情報発信で

きているか 

・アクセスルートの状況や建物

状況の把握 

・アクセスルートや建物の被害状況を

集約し、必要に応じた是正処置ができ

る 

４．アクセスルートの被害状況を集約し、本部内で情報共有できているか 

５．調査復旧班へ情報連携および是正処置を依頼し、アクセスルートの確保および状況を把握できて

いるか 

６．建物の被害状況を集約し、本部内で情報共有できているか 

・現場休憩所の設営 ・放射線状況や建物状況、現場作業員の

ニーズ等を考慮して休憩所を選定し、

設置の指示ができる 

７．調査復旧班から休憩所設営の依頼があれば、現場の環境や風向き等を技術支援班と協議して休憩

所の設営場所を選定し、設営を指示できているか 

 

・ヘリポートの設営 

 

・ヘリポートの設営ができる ８．夜間にて、ドクターヘリ等のヘリコプターを使用する事態となれば、ヘリポートの設営を指示で

きているか 

・安定ヨウ素剤の服用 

 

 

・安定ヨウ素剤服用の判断および指示

ができる 

 

９．プラント状態が安定ヨウ素剤服用基準に達したら（①炉心損傷を検知した場合 ②モニタリング

により放射性ヨウ素の放出を確認した場合）、技術支援班と協議し、事務系総括に服用を進言で

きているか 

10．安定ヨウ素剤服用に関して、服用の段取りおよび手順を本部内に周知できているか 

（原子力災害医療） 

・傷病者対応 

 

 

・傷病者発生時の応急処置、搬送先の選

定および指示ができる 

 

11．傷病者の情報を把握できているか 

12．傷病者の搬送手段および搬送先を選定し、指示できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（避難誘導） 

・構内従業員の避難 

 

 

 

 

・屋内避難場所または屋外避難場所の

選定および設置ができる 

・避難場所への誘導および避難状況の

整理ができる 

 

13．アクセスルートや建物状況、放射線状況を考慮して避難場所の選定し、関係者に周知できている

か 

14．関係者と情報連携し、避難状況（避難者の集約状況）を把握、管理できているか 

15．所外への避難（帰宅）に対する検討（人数集約や移動手段）を実施し、関係者に周知できている

か 

16．怪我人の救護や避難遅れ者への対応を考慮できているか 

17．所外への避難経路に関して、関係者に情報連携できているか 

※福祉車両手配、エアードーム設営については、伊方町からの要請により実施 

 

総務・避難誘導・原子力災害医療（総務班 現場要員） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（ロジスティクス） 

・アクセスルートの状況や建物

状況の把握 

 

・災害対応に必要な情報を収集し、情報

発信できる 

 

１．アクセスルートの被害状況を本部に情報連絡できているか 

２．建物の被害状況を本部に情報連絡できているか 

・現場休憩所の設営 ・休憩所の設営ができる ３．本部の指示により、休憩所の設営ができているか 

・ヘリポートの設営 ・ヘリポートの設営ができる ４．本部の指示により、ヘリポートの設営ができているか 

（原子力災害医療） 

・傷病者対応 

 

 

 

・傷病者の状態を的確に把握できる 

・傷病者の状況を的確に情報連携でき

る 

・汚染拡大防止の処置ができる 

・傷病者の搬送及び医療機関へ医療情

報の提供ができる 

 

５．傷病者を観察し、必要な応急処置ができているか 

６．傷病者の状況を把握し、本部へ情報連携できているか 

７．必要な汚染拡大防止の処置ができているか 

８．搬送手順や搬送先を確認できているか 

９．搬送先等への医療情報が適切に提供できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（避難誘導） 

・構内従業員の避難 

 

 

・屋内避難場所または屋外避難場所の

選定および設置ができる 

・避難場所への誘導および避難状況の

整理ができる 

 

10．（避難放送等により）避難場所へ適切な誘導ができているか 

11．避難場所の安全確認や避難者の統制が図られているか 

12．避難場所を指定または変更した場合は、立て看板等により、その場所が避難場所であることを掲

示できているか 

13．避難者へ状況周知ができているか 

14．避難状況（避難者の集約状況）の集約ができているか 

15．避難状況を整理し、総務班長に情報連絡できているか 

 

○広報機能（報道班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・報道班の立ち上げ ・各要員が自分の役割を認識して活動

することができる 

１．初動において、各要員の役割を決定、指示できているか 

・地域広報対応（CATV,防災無線

等） 

・地域広報が実施できる ２．地域広報のためのお知らせ文を作成し、関係個所へ情報連携ができているか 

３．社内外関係個所と地域広報実施内容および手段等に関する情報連携ができているか 

・プレス対応 ・プレス文およびＱ＆Ａの作成支援が

できる 

４．災害対策本部（松山、高松）の報道班と情報連携し、事象進展に応じたプレス文およびＱ＆Ａの

作成を支援できているか 

５．プレス文およびＱ＆Ａについて、伊方発電所災害対策本部内に情報連携できているか 

６．松山本部を起点とした社内報道対応箇所と、プレス発表のタイミングを調整できているか 

７．プレスからの問い合わせに対して、適切に情報提供できているか 

・見学者の避難対応（伊方ビジタ

ーズハウスとの情報連携） 

・伊方ビジターズハウスに対して、見学

者の避難指示ができる 

８．伊方ビジターズハウス責任者との情報連携は適切に行われているか 

９．発電所構内見学者の情報を、伊方発電所災害対策本部内に適宜情報連携できているか 

10．発電所構内見学者の避難ルートの確認および検討依頼ができているか 

11．伊方ビジターズハウス責任者に対して、見学者の避難指示ができているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・報道班関係情報の共有 ・社内関係個所へ情報発信ができる 12．地域広報対応、プレス対応および見学者対応について、情報共有ツール（Notes、時系列システ

ム等）にて適切な情報発信ができているか 

 

 広報機能（避難誘導） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・伊方ビジターズハウス館内見

学者対応 

・伊方ビジターズハウス館内見学者の

避難誘導ができる 

１．伊方ビジターズハウス館内見学者の状況を把握できているか 

２．伊方ビジターズハウス館内見学者の避難誘導は適切にできているか 

３．伊方ビジターズハウス館内見学者の避難状況を把握できているか 

４．伊方ビジターズハウス館内見学者への状況説明は十分にできているか 

５．伊方ビジターズハウス館内、周辺の被災状況を把握できているか 

６．報道班への情報連絡は適切に行われているか 

・発電所構内見学者対応 ・発電所構内見学者の避難誘導ができ

る 

７．発電所構内見学者の状況を把握できているか 

８．発電所構内見学者の避難誘導は適切にできているか 

９．発電所構内見学者への状況説明は十分にできているか 

10．伊方ビジターズハウス責任者との情報連携は適切に行われているか 
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（Ｂ）原子力施設事態即応センターが発電所を支援するための活動を主体とした機能（松山 災害対策本部機能） 

 

○災害対策本部運営機能  

指揮本部 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・松山原子力本部連絡本部の設

置 

・災害対策本部（松山）の設置 

・伊方発電所からの異常時体制発令に

伴い、松山原子力本部内に連絡本部を

速やかに設置できる 

・伊方発電所からの非常体制発令に伴

い、災害対策本部（松山）を速やかに

設置できる 

１．本部長は、発電所における異常時体制発令の報告を受け、速やかに情報連絡班長を指名し、松山

原子力本部連絡本部の設置および関係者への連絡、本部対策要員等の招集を指示できているか 

２．本部長は、発電所における非常体制発令の報告を受け、速やかに情報連絡班長を指名し、災害対

策本部（松山）の設置および関係者への連絡、災害対策要員等の非常招集を指示できているか 

３．本部長は要員参集後、本部運営を取り仕切る総括および副本部長・各班長を指名できているか 

４．本部長は、発電所における非常準備体制、第１種・第２種非常体制発令を受け、本部体制の移行

を速やかに発令し、移行時間を宣言できているか 

５．本部長は、１０条確認会議および１５条認定会議に速やかに参加できているか 

６．副本部長は、本部長が病気その他の理由により本部の職務を遂行できない場合、「災害対策本部

運用マニュアル」の優先順位に基づいて代行できているか 

７．総括は、本部運営のため必要な要員が揃っている事を確認できているか 

８．総括は、原子力保安研修所が地震・停電などで被災した場合、原子力保安研修所の施設状況確認

を総務班に指示できているか。また、その結果について本部運営の維持が可能であるかを本部長

に報告できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・本部の運営 

・プラント状況把握 

・事象収束に向けた本部判断 

 

＊社内関係個所とは、高松、東京

支社、ＯＦＣ事業者ブース（Ｏ

ＦＣ立ち上げ後）を言う（以降

も同様） 

・発電所の情報を把握し、本部運営を行

える 

・本部運営維持のための対応ができる 

・事故収束に向けて発電所から本部判

断の要請があった場合の対応ができ

る 

・１０条確認会議、１５条認定会議へ参

加できる 

９．総括は、本部体制が確立すれば初回のブリーフィングの開催を指示し、発生事象の整理、プラン

ト状況の把握の他、各班の対応方針について本部内の情報共有できているか（ＥＲＣ対応班は除

く） 

10．総括は、初回のブリーフィング以降、概ね１時間間隔で定期的なブリーフィングの開催を指示ま

たは発電所が開催するブリーフィングへ参加し、プラント状況・各班の対応状況について本部内

の情報共有できているか（ＥＲＣ対応班は除く） 

11．総括は、緊急時対策所における発話において、発生時間等が確認できない場合は問い合わせでき

ているか 

12．総括は、質問する際には緊急時対策所における災害対応の状況を見極め、災害対応のディスター

ブとならないように配慮できているか 

13．情報連絡班長は、参集した本部要員に対し、発電所の状況を周知できているか 

14．情報連絡班長は、発電所の体制が移行した際、本部長に報告できているか 

15．各班長は、ブリーフィング以外においても必要な情報・確認について本部内へ連携できているか 

16．本部要員は、情報連絡班長による本部内周知や発電所が開催するブリーフィングなどの重要な情

報共有の場面において、会話を控え情報連絡班長の周知内容やテレビ会議音声を傾聴できてい

るか（ＥＲＣ対応班は除く） 

17．発電所から事故収束に向けた本部判断の要請があった場合、本部内で議論し判断できているか 
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○情報連絡機能 

社内対応（情報連絡班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・本部内の通信連絡設備の立ち

上げ 

・情報連絡班体制の確立 

・災害対策室の通信連絡設備の立ち上

げが速やかにできる 

・情報連絡班長のもと情報連絡班体制

について確立できる 

１．情報連絡班長は、班員の参集状況を確認し、総括へ報告できているか 

２．情報連絡班長は、班員に各役割を与え指示できているか 

３．情報連絡班は、６階にある災害対策室への参集指示から１５分以内に所定の通信連絡設備の立ち

上げを完了できているか 

・社内関係箇所との情報連絡 

・情報収集、確認、整理 

・適切な情報収集、整理を行い、遅滞な

く社内関係個所および本部要員と情

報共有ができる 

４．情報連絡班長は、発電所のＥＡＬ判断は 優先事項として速やかに本部内に周知できているか 

５．情報連絡班長は、トーンリンガやテレビ会議および愛媛県庁派遣者からの情報を適切に社内関係

個所および本部要員へ連携できているか 

６．情報連絡班は、トーンリンガにて発電所の発生事象ならびに社内関係個所との情報を正確に把握

し、情報連絡班長へ連絡できているか 

７．情報連絡班は、発電所が入力した時系列システムの内容について、必要事項（ＥＡＬ判断・プラ

ント状況・戦略など）の入力漏れがないかチェックし、入力漏れを確認した場合は発電所へ入力

を依頼できているか 

８．情報連絡班は、時系列システムの入力内容のうち、ＥＲＣへ共有すべき事項を識別できているか 

 

社外対応（情報連絡班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・愛媛県庁派遣者との情報連絡 ・愛媛県庁派遣者からの情報について、

遅滞なく社内関係個所および本部要

員と情報共有ができる 

９．情報連絡班は、愛媛県庁派遣者から時系列システムなどで連携された情報について、本部内周知

が必要なものを整理し情報連絡班長へ連絡できているか 
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○ＥＲＣ対応機能 

 ＥＲＣ対応班 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・ＥＲＣ対応班体制の確立 ・非常準備体制発令によってＥＲＣ対

応ブースの通信連絡設備の立ち上げ

が速やかにできる 

・ＥＲＣ対応班総括のもとＥＲＣ対応

班体制について確立できる 

１．ＥＲＣ対応班総括は、本部長の非常準備体制発令によるＥＲＣ活動開始指示をもって、速やかに

ＥＲＣ対応班の参集を指示できているか 

  （事象によって、非常準備体制発令前の活動開始も可） 

２．ＥＲＣ対応班総括は、各班から参集した要員に役割を指示できているか 

３．ＥＲＣ対応班は、参集指示から１５分以内に所定の通信連絡設備の立ち上げを完了できているか 

４．ＥＲＣ対応班（リエゾン対応窓口）は、ＥＲＣリエゾン担当者の連絡先を確認できているか 

・ＥＲＣ対応 ・プラント状況、事象進展予測、対応手

順、対応の進捗状況を適切に説明し、

ＥＲＣと情報共有できる 

・情報共有ツールを活用した説明がで

きる 

・ＥＲＣリエゾンとの情報連携ができ

る 

・ＥＲＣ質問に対し、確実に回答でき

る。 

５．ＥＲＣ対応班総括は、各班からの情報を総括し、ＥＲＣ説明者（スピーカ）に対してＥＲＣへの

説明を指示できているか（１０条確認会議・１５条認定会議のトリガーとなるＥＡＬ（ファース

トヒットＳＥ・ＧＥ）は 優先に連携） 

６．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、ＥＲＣ対応を開始した後、自己紹介するとともに相互のＩＰ電話・

衛星電話の番号を確認できているか 

７．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、事象を説明する際に時刻を抜けなく発話しているか 

８．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、説明時に情報共有ツール（書画装置、ＳＰＤＳ－ｗｅｂおよびＥ

ＲＣ備付資料等）を活用して説明ができているか 

９．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、ＥＲＣ備付資料を活用する際に当該ページ数を発話しているか 

10．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、ＥＡＬ事象発生をＥＲＣプラント班へ説明する際、ＥＡＬ判断フ

ローを活用して説明ができているか 

11．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、複数のＥＡＬ事象が同時に発生した場合においても、ＥＡＬの優

先順位を考慮し、ＥＲＣプラント班への説明が適切にできているか 

12．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、事象発生から時間経過で条件成立するＥＡＬやパラメータベース

（パラメータがしきい値を上回る、若しくは下回れば該当する）で条件成立するＥＡＬにおい

て、条件成立が予測可能な場合は、先を見越した説明ができているか、特に、ファーストＳＥ、

ＧＥの場合は、条件成立直前に再度、情報連携する等、連絡を密にできているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（続き） （続き） 13．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、準備を開始した対応手段の完了予定時刻により、ＥＡＬ条件成立

や炉心損傷等への影響（回避できる、回避できない等）を説明ができているか 

14．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、「止める」「冷やす」「閉じ込める」に主眼を置いた説明ができて

いるか 

15．ＥＲＣ説明者（スピーカ）は、情報の時系列順ではなく、情報の重要度に応じて優先順位を考慮

した説明ができているか 

16．ＥＲＣ対応班（総括アシスタント）は、各班からの情報（ＣＯＰ、情報連絡メモなど）を整理し

たうえで、ＥＲＣ対応班総括およびＥＲＣ説明者（スピーカ）へ情報連携できているか 

17．ＥＲＣ対応班（総括アシスタント）は、時限で成立する等、条件成立する時刻が予測可能なＥＡ

Ｌについて、成立するまでの時間を管理し、ＥＲＣ説明者（スピーカ）等に情報提供できている

か 

18．ＥＲＣ対応班は、ＥＲＣリエゾンに対してＥＲＣ説明者（スピーカ）が説明した資料を速やか

に連携できているか 

19．ＥＲＣ対応班は、ＥＲＣプラント班やリエゾンからの質問に対し、質問対応メモを作成し、本

部内各班へ内容を連携できているか 

20．ＥＲＣ対応班は、質問対応メモの処理状況を管理できているか 

21．ＥＲＣ対応班は、ＥＲＣの質問の意図を理解し、必要に応じて担当機能班に対して内容を補足

（質問サポート）できているか 

21．ＥＲＣ対応班は、伊方発電所の発話を常時聞き取り、ＥＡＬ判断等の重要な情報をタイムリー

に共有できているか 
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○対策実施機能 

調査・復旧（調査復旧班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・本部内の運営に必要は機器の

立ち上げ 

・情報連絡班体制の確立 

・災害対策室の運営に必要な機器の立

ち上げができる 

・調査復旧班長のもと調査復旧班体制

について確立できる 

１．調査復旧班長は、班員の参集状況を確認し、総括へ報告できているか 

２．調査復旧班長は、班員に各役割を与え指示できているか 

３．調査復旧班は、６階にある災害対策室への参集指示から１５分以内に必要な機器（ＳＰＤＳ，Ｔ

ＳＣ，ｉＰＡＳＳ，電子黒板）の立ち上げを完了できているか 

４．調査復旧班は、発電所、災害対策本部（高松）の調査復旧班の窓口および連絡先を確認できてい

るか 

・本部内要員との情報連絡 

・情報収集、確認、整理 

・伊方発電所への助言・支援 

・本部内およびＥＲＣ対応班に対して

適切に情報発信できる 

・事象に関する状況が把握できる 

・原子力災害の発生または拡大の防止

のために必要な措置の支援ができる 

５．調査復旧班長は、ＥＲＣ対応班へ情報を連携する際は、事象の状況、発生時間、今後の対応方針、

戦略（ＥＡＬ等を含む）決定の際の判断根拠等の必要な情報が満足していることを確認できてい

るか 

６．調査復旧班は、作成したＣＯＰ１および発電所からのプラント状況に係る情報（ＣＯＰなど）、

ホットライン、ＳＰＤＳ、ＴＳＣなどを活用して、速やかに本部内に情報共有できているか 

７．調査復旧班は、発電所からのプラント状況に係る情報を確認して事故の状況および影響範囲を把

握し、影響範囲を適切に評価できているか 

８．調査復旧班は、事象進展予測等に基づいて、原子力災害拡大防止対策を評価できているか 

９．調査復旧班は、収集された発電所の情報を本部内で共有するため、ホワイトボード等が活用でき

ているか 

10．調査復旧班は、伊方発電所の対応について評価し、必要により助言および支援ができているか 

11．調査復旧班は、ＥＲＣ対応班から連携されたＥＲＣからの質問に対して、迅速に質問回答の処理

（発電所への問い合わせ等）ができているか 

12．調査復旧班は、発電所への問い合わせが必要なものについては、優先順位を付けて回答を要求で

きているか 

13．調査復旧班は、情報連絡メモをＥＲＣ対応班へ連携する場合、必要な情報（事象の状況、発生時

間、今後の対応方針、戦略（ＥＡＬ等を含む）決定の際の判断根拠）を記載できているか 
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 技術支援（技術支援班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・技術支援班体制の確立 ・技術支援班長のもと技術支援班体制

について確立できる 

１．技術支援班長は、班員の参集状況を確認し、総括へ報告できているか 

２．技術支援班長は、班員に各役割を与え指示できているか 

３．技術支援班は、発電所、災害対策本部（高松）の技術支援班の窓口および連絡先を確認できてい

るか 

・放射線被害状況の情報収集 ・発電所で測定した放射線量の結果を

集約できる 

・発電所における周辺区域での放射線

被害状況の情報収集を実施する 

４．技術支援班長は、ＥＲＣ対応班へ情報を連携する際は、事象の状況、発生時間、今後の対応方針

等の必要な情報が満足していることを確認できているか 

５．技術支援班長は、作成した資料等を活用することにより、指揮本部等へ適切なタイミングでわか

りやすい説明ができているか 

６．技術支援班長は、事故状況および放射線被害状況・ＳＦＰの情報についてＣＯＰなどを作成し、

適切に本部内へ情報共有できているか 

７．技術支援班は、発生事象を正確に確認し、プラントの状況を把握できているか 

８．技術支援班は、環境モニタ情報を入手し、放射線による被害状況を適切に把握できているか 

９．技術支援班は、収集された発電所の情報を本部内で共有するため、ホワイトボード等が活用でき

ているか 

10．技術支援班は、ＥＲＣ対応班から連携されたＥＲＣからの質問に対して、迅速に質問回答の処理

（発電所への問い合わせ等）ができているか 

11．技術支援班は、発電所への問い合わせが必要なものについては、優先順位を付けて回答を要求で

きているか 

12．技術支援班は、情報連絡メモをＥＲＣ対応班へ連携する場合、必要な情報（事象の状況、発生時

間、今後の対応方針等）を記載できているか 
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○ロジスティクス機能 

総務班 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・総務班体制の確立 ・総務班長のもと総務班体制について

確立できる 

１．総務班長は、班員の参集状況を確認し、総括へ報告できているか 

２．総務班長は、班員に各役割を与え指示できているか 

３．総務班は、発電所、災害対策本部（高松）の総務班の窓口および連絡先を確認できているか 

・本部運営の維持 

・情報収集、確認、整理 

・本部の運営維持について対応できる ４．総務班長は、ＥＲＣ対応班へ情報を連携する際は、事象の状況、発生時間、今後の対応方針等の

必要な情報が満足していることを確認できているか 

５．総務班長は、作成した資料等を活用することにより、指揮本部等へ適切なタイミングで説明がで

きているか 

６．総務班は、発電所の避難状況や傷病者情報などについて、適切に本部内へ情報共有できているか 

７．総務班は、原子力保安研修所が地震・停電などで被災した場合、総括の指示のもと原子力保安研

修所の施設状況を把握し対応できているか 

８．総務班は、本部運営ができるよう、ＦＡＸ，コピー等の配布、事務用品の補充など、適切に実施

できているか 

９．総務班は、本部の運営維持に必要な食糧、宿泊などの手配が実施できているか 

10．総務班は、災害対策本部（高松）と調整し、後方支援拠点活動に必要な要員の食糧、宿泊などの

手配が実施できているか 

11．総務班は、ＥＲＣ対応班から連携されたＥＲＣからの質問に対して、迅速に質問回答の処理（発

電所への問い合わせ等）ができているか 

12．総務班は、発電所への問い合わせが必要なものについては、優先順位を付けて回答を要求できて

いるか 

13．総務班は、情報連絡メモをＥＲＣ対応班へ連携する場合、必要な情報（事象の状況、発生時

間、今後の対応方針等）を記載できているか 

・原子力災害医療の措置 ・負傷者等の救助、その他の原子力災害

医療に関する措置を実施できる 

14．発電所総務班の支援として、負傷者の救助、その他の原子力災害医療に関する措置を実施できて

いるか 
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○広報機能 

報道班 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・報道班体制の確立 ・報道班長のもと報道班体制について

確立できる 

１．報道班長は、班員の参集状況を確認し、総括へ報告できているか 

２．報道班長は、班員に各役割を与え指示できているか 

３．報道班は、発電所、災害対策本部（高松）の報道班の窓口および連絡先を確認できているか 

・プレス文の作成 

・発電所、災害対策本部（高松）

の報道班との情報連携 

・リエゾン（東京）への情報提供 

・原子力災害が発生した場合における

災害状況等に関する広報対応ができ

る 

・必要なプレス資料（Ｑ＆Ａ含む）の作

成を関係各所へ依頼し集約できる 

４．報道班長は、プレス資料については、指揮本部に内容の了承を得ているか 

５．報道班長は、プレスからの問い合わせ状況等を、社内関係個所に適切に報告できているか 

６．報道班は、プレスに関する情報について、適切に本部内およびＥＲＣリエゾンへ情報共有できて

いるか 

７．報道班は、プレス文およびＱＡについて、事象変化の都度、関係者と協力しながら作成できてい

るか 

８．報道班は、通報事象や社会的関心事項など災害状況に関するプレス資料を速やかに作成できてい

るか 

９．報道班は、ＥＲＣ対応班から連携されたＥＲＣからの質問に対して、迅速に質問回答の処理（発

電所への問い合わせ等）ができているか 

10．報道班は、発電所への問い合わせが必要なものについては、優先順位を付けて回答を要求できて

いるか 

11．報道班は、本店と連携しプレス資料のＨＰ連携ができているか 

・プレス対応 ・プレス資料をマスコミに説明し、プレ

スＱＡについてもフォローができる 

12．愛媛県庁派遣者は、プレス会見開始までの間、現地でプラント状況を把握・共有できているか 

13．愛媛県庁派遣者は、災害対策本部（松山）とのホットラインを活用し、 新の情報を共有できて

いるか 

14．愛媛県庁派遣プレス発表者は、マスコミに理解しやすいよう要点をまとめて説明できているか 

15．愛媛県庁派遣プレス発表者は、プレス中に新しい情報が入った場合においても、落ち着いて説明

できているか 

16．愛媛県庁派遣プレス発表者は、マスコミからの質問に対して、適切な対応ができているか 

118



別紙－２（31/43） 

（Ｂ）即応センターが発電所を支援するための活動を主体とした機能（即応センター高松 災害対策本部機能） 

 

○災害対策本部運営機能（事務局長） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・異常事象発生時における社

長、原子力本部長への報告 

・社長による非常体制発令、体

制区分変更指示時における、

社内関係箇所への指示伝達 

・異常事象発生時における社長、原子

力本部長への報告が迅速に実施でき

る 

・社長による非常体制発令、体制区分

変更指示があった場合における社内

関係箇所への指示伝達を適切に実施

できる 

１． 事務局長は、発電所における非常体制の発令の報告を受けた場合、速やかに情報連絡班長へ、

災害対策本部の設置および関係各部長への連絡、災害対策要員等の非常招集を指示できている

か 

２．異常事象発生時における社長、原子力本部長への報告が迅速に実施できているか  

３．非常体制発令、体制区分変更指示があった場合における社内関係箇所への指示伝達を適切に実

施できているか 

・第１種非常事態発生時におけ

る他の原子力事業者への協力

要請の指示 

・発電所災害対策本部から要請

があった場合における美浜原

子力緊急事態支援センターへ

の協力要請の指示 

・第１種非常事態発生時における他の

原子力事業者への協力要請の指示を

適切に実施できる 

・発電所災害対策本部から要請があっ

た場合における美浜原子力緊急事態

支援センターへの協力要請の指示を

適切に実施できる 

４．第１種非常事態発生時における他の原子力事業者への協力要請の指示を適切に実施できている

か 

５．発電所災害対策本部から要請があった場合には美浜原子力緊急事態支援センターへの協力要請

の指示を適切に実施できているか 

・発電所における災害対応状況

の把握 

・発電所災害対策本部からの情報発信

に不足がある場合、災害対応を阻害

しないよう適切に、不足情報の確認

を実施できる 

６. 発電所災害対策本部からの発話において、発生時間等が確認できない等情報が不足する場合は

問いかけを行っているか 

７. 発電所災害対策本部に対して質問した場合、緊急時対策所における災害対応の状況を見極めた

上で実施できているか（災害対応のディスターブとなっていないか） 
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○情報連絡機能 

社内・社外対応（情報連絡班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・災害対策本部の設置 

・災害対策本部指令の伝達 

・各災害対策本部との情報連絡 

・各班情報の収集 

・社内関係個所との情報連携 

・情報連絡班長のもと情報連絡班体制

について確立できる 

・非常体制の発令から１５分以内に、

災害対策本部を設置できる 

・事務局長の指示、発電所からの要請

等について関係箇所への伝達を適切

に実施できる 

・社内関係個所との情報連携が十分に

できる 

１．情報連絡班長は、班員の参集状況および各班の参集状況を確認し、事務局長へ報告できているか 

２．情報連絡班長は、事務局長より災害対策本部の設置の指示を受けた場合には１５分以内に災害対

策本部を設置できているか 

３．情報連絡班長は、事務局長より非常体制区分の変更、原子力事業所災害対策支援拠点の立ち上げ

準備を開始するよう指示を受けた場合、必要な措置を実施できているか 

４．情報連絡班長は、事務局長より非常体制発令の連絡を受けた場合は、各班長へ災害対策要員等の

非常招集を指示できているか 

５．情報連絡班長は、事務局長より非常体制発令の連絡を受けた場合は、本店非常災害対策室に災害

対策本部の資機材等を設置できているか 

６．情報連絡班は、発電所情報連絡班の支援として、原子力災害が発生した場合における事象に関す

る情報の整理および内閣総理大臣、原子力規制委員会、関係地方公共団体の長、その他関係者と

の連絡を調整できているか 

７．情報連絡班は、事務局長から指示された事項を、適切に情報連絡班員および他班へ連携できてい

るか 

８．情報連絡班は、必要な情報を整理するために資料等を集約し、情報が輻輳しないように努めてい

るか 

９．情報連絡班は、各班の連絡窓口の電話番号をとりまとめて、各拠点に周知できているか 

10．情報連絡班は、報道班長へ、報道用の資料を整理し連携できているか 

11．情報連絡班は、ＥＲＣおよび報道機関以外の関係機関（電事連、他電力、ＷＡＮＯ等）への情報

についても整理し、必要な情報のみＦＡＸ等にて連携するよう努めているか 

12．情報連絡班は、発電所が行う応急措置に係る法令上の手続きが必要となった場合は、速やかに必

要な資料を作成できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（続き） （続き） 13．情報連絡班は、原子力防災管理者から美浜原子力緊急事態支援センターへの支援要請の連絡を受

けた場合には、美浜原子力緊急事態支援センターに支援を要請できているか 

14．情報連絡班は、発電所から通報ＦＡＸまたは各種情報ＦＡＸが届けば、ＦＡＸのコピーおよび災

害対策本部要員へ配布し、災害対策本部要員間の情報共有化を図っているか 

15．情報連絡班長は、必要に応じて、マイクでその内容を読み上げ、早期の情報共有化を図っている

か 

・美浜緊急事態支援センターへ

の通報連絡 

・美浜緊急事態支援センターへ

の協力要請 

・美浜緊急事態支援センター

と、輸送手段、輸送経路等に

関する調整 

・第１種非常事態または第２種非常事

態発生時における美浜緊急事態支援

センターへの通報連絡が迅速かつ適

切にできる 

・発電所から美浜緊急事態支援センタ

ーへの協力要請があった場合におけ

る美浜緊急事態支援センターへの協

力要請が適切にできる 

・美浜緊急事態支援センターからの派

遣について、美浜緊急事態支援センタ

ーとの情報連携が適切にできる 

16．情報連絡班長は、第１種非常事態の発生について通報が行われた場合、美浜原子力緊急事態支援

センターに原災法１０条基づく通報を実施した旨を情報連絡できているか 

17．情報連絡班長は、第２種非常事態の発生について通報が行われた場合、美浜原子力緊急事態支援

センターに原災法１５条基づく報告の実施した旨を情報連絡できているか 

18．情報連絡班長は、発電所に支援の要否を確認し、発電所から美浜原子力緊急事態支援センターの

支援要請の連絡を受けた場合、美浜原子力緊急事態支援センターへ支援要請ができているか 

19．情報連絡班長は、美浜原子力緊急事態支援センターに設置される対策本部に、原子力災害の発生

状況、当社の連絡先（災害対策本部および支援拠点）等について FAX および電話を用いて、適宜

情報を連携できているか 

・後方支援拠点への情報連携 ・美浜緊急事態支援センターへの支援

要請の状況について、後方支援拠点と

の情報連携が適切にできる 

・美浜緊急事態支援センターからの派

遣について、後方支援拠点との情報連

携が適切にできる 

20．情報連絡班長は、支援拠点統括責任者に、美浜原子力緊急事態支援センターに支援要請した旨を

連絡できているか 

21．情報連絡班長は、美浜原子力緊急事態支援センター派遣要員へ必要な情報を連絡できているか 
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○ＥＲＣ対応機能（情報連絡班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・ＥＲＣへの情報連携支援 

 

 

・状況に応じ、災害対策本部（松山）に

おけるＥＲＣへの情報連携の支援を

適切に実施できる 

１．情報連絡班は、時系列システムを活用しＥＲＣからの質問および回答を整理できているか 

 

○対策実施機能 

調査・復旧（調査復旧班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・事故状況の把握 

・電力系統の運用、需給調整 

・復旧資機材の緊急調達輸送 

・メーカーへの協力要請 

・本部内要員との情報連絡 

・情報収集、確認、整理 

・伊方発電所への助言・支援 

 

 

・調査復旧班長のもと調査復旧班体制

について確立できる 

・事故状況の把握を適切に実施できる 

・系統運用部と調整し、外部電源の状

況の確認および復旧の調整を適切に

実施できる 

・必要な資機材、物資の輸送調達依頼

を適切に実施できる 

・メーカーへ協力要請を適切に実施で

きる 

・事象に関する状況が把握できる 

・原子力災害の発生または拡大の防止

のために必要な措置の支援ができる 

１．調査復旧班長は、班員の参集状況を確認し、情報連絡班へ報告できているか 

２．調査復旧班は災害対策本部（松山）および発電所調査復旧班、発電所運転班の支援として、以下

の項目が実施できているか 

・事象に関する状況の把握 

・原子力災害の発生または拡大の防止のために必要な措置の支援 

・防災に関する施設または設備の整備および点検ならびに応急の復旧 

３．調査復旧班は発電所で行う応急措置の状況を適切に後追いし、事態の状況を評価のうえ、情報連

絡班長（松山）へ連携できているか 

４．調査復旧班は災害対策本部（松山）、原子力防災管理者や発電所調査復旧班長から応急措置の助

言を求められた場合、その対策を立案し、発電所等へ連携できているか 

５．調査復旧班は必要に応じて系統運用部と調整し、外部電源の状況の確認および復旧の調整を適切

に実施できているか 

６．調査復旧班は必要に応じてメーカーへの協力要請、到着状況の報告を実施できているか 

７．調査復旧班は発電所が行う応急措置に必要な資機材を総務班長と協調しながら適切に手配でき

ているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（続き） （続き） ８．調査復旧班は災害対策本部（松山）等で行う事象進展予測の評価活動を支援するため有効性評価

の解析結果等の情報提供を適宜行い、事象進展予測の評価結果から、原子力災害の拡大の防止の

ため特に必要な場合は、事務局長と協議の上、必要な措置を原子力防災管理者または発電所調査

復旧班長へ指示できているか 

９．調査復旧班は各班から情報連絡班に依頼した事項やその回答状況について、適宜ホワイトボード

に記載するなどにより、情報の共有化を図っているか 

10．調査復旧班はプラント状態（事故状況）を確認し、系統図等に必要な情報を記入するなどし、適

切に情報の共有化を実施できているか 

11．調査復旧班は状況把握に基づく、必要な関係資料を収集・整理できているか（設計図書、規格・

基準、工事記録等） 

12．調査復旧班は法定報告が必要な場合は、必要な情報を収集し、報告書を作成する等の対応ができ

ているか 

13．調査復旧班はオフサイトセンター事業者ブースより情報共有会議用の資料作成依頼があった場

合は、必要な資料を作成等の対応ができているか 
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技術支援（技術支援班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・技術支援班体制の確立 

・放射線被害状況の把握 

・放射線管理の総括 

・他の原子力事業者への情報連

携および協力要請 

 

 

・技術支援班長のもと技術支援班体制

について確立できる 

・放射線被害状況の把握を適切に実施

できる 

・伊方発電所災害対策本部、災害対策

本部（松山）等の放射線管理活動の

支援を適切に実施できる 

・非常準備事態発生時における他の原

子力事業者への情報連絡を迅速に実

施できる 

・非常事態発生時における他の原子力

事業者への協力要請を迅速に実施で

きる 

・他の原子力事業者への協力要請の状

況について、災害対策本部内における情

報連携を適切に実施できる 

１．技術支援班長は、班員の参集状況を確認し、情報連絡班へ報告できているか 

２．技術支援班は発電所技術支援班の支援として、放射線被害状況の把握を行っているか 

３．技術支援班は発電所で測定した放射線量の結果を収集できているか 

４．技術支援班は発電所における応急措置に携わる要員の被ばく線量を集約し、必要に応じて原子力

規制委員会への報告等に係る資料を作成の上、情報連絡班長へ連携できているか 

５．技術支援班は発電所における周辺区域での放射線被害状況の情報収集ができているか 

６．技術支援班は発電所技術支援班から依頼を受けた場合、伊方発電所における個人線量の集計業務

を実施できているか 

７．技術支援班は発電所技術支援班から依頼を受けた場合、伊方発電所における放射線作業届に関す

る業務を実施できているか 

８．技術支援班は非常準備事態の発生について通報が行われた場合、「原子力災害時における原子力

事業者間協力協定に基づき、すみやかに他の原子力事業者へ警戒事態に該当する事象が発生し

た旨の連絡ができているか 

９.技術支援班は非常準備事態の発生について通報が行われた場合、「原子力災害時におけるオンサ

イト医療スタッフ派遣要請マニュアル」に基づき、すみやかに原子力安全研究協会へ警戒事態に

該当する事象が発生した旨を連絡し、オンサイト医療スタッフの派遣準備を要請できているか 

10．技術支援班は第１種非常事態または第２種非常事態の発生について通報が行われた場合、事業者

間協力協定に基づき、ただちに他の原子力事業者へ原災法第１０条に基づく通報を実施した旨

の連ができているか 

11．技術支援班は第１種非常事態または第２種非常事態の発生について通報が行われた場合、オンサ

イト医療スタッフ派遣要請マニュアルに基づき、ただちに原子力安全研究協会へ原災法第１０

条に基づく通報を実施した旨を連絡し、オンサイト医療スタッフの派遣を要請できているか 

12．技術支援班は事務局長から指示があった場合には協力要員の派遣および資機材の貸与に係る協

力要請が実施できていたか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（続き） （続き） 13．技術支援班は他の原子力事業者からの協力要員が待機するための宿泊施設の手配を総務班長へ

依頼できていたか 

 

○ロジスティクス機能 

総務（総務班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・総務班体制の確立 

・災害救助、緊急被ばく医療の

総括、労務関係事項の総括 

・本店建物の警備 

・宿舎、給食等の手配調達 

・原子力災害医療の措置 

・総務班長のもと総務班体制について

確立できる 

・伊方発電所における人的被害状況の

把握を適切に実施できる 

・本店建物の警備の指示を適切に実施

できる 

・社内、社外応援者の宿泊施設、給食等

の手配、調整を適切に実施できる 

・負傷者等の救助、その他の原子力災害

医療に関する措置を実施できる 

１．総務班長は、班員の参集状況を確認し、情報連絡班へ報告できているか 

２．総務班は発電所総務班の支援として、負傷者等の救助、その他の緊急被ばく医療に関する措置

を実施できているか 

３．総務班は本店建物の警備状況を確認できているか 

４．総務班は支援拠点における活動を補完するため、移動手段・宿泊場所の確保等、ロジに係る事

項を総括できているか 

５．総務班は四国内の交通状況について整理できているか 

６．総務班はオフサイトセンターから連携される情報（情報共有会議での資料等）を整理し、関係

者に周知できているか 

７．総務班は被災者支援チームの設置ができているか 
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○広報機能（報道班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・報道班体制の確立 

・特定事象が発生した場合にお

ける当該事象に関する広報の

総括 

・プレス文およびＱＡの作成 

・トップ説明資料の作成 

・プレス文の当社模擬ホームペ

ージへの掲載 

・プレス対応 

 

 

・報道班長のもと報道班体制について

確立できる 

・災害対策本部（松山）における広報

活動の支援を適切に実施できる 

・プレス文およびＱＡの作成支援を適

切に実施できる 

・上層部への説明資料の作成および資

料連携を適切かつ迅速に実施できる 

・作成したプレス文を当社ホームペー

ジ（模擬）に適切かつ迅速に実施でき

る 

・プレス資料をマスコミに説明し、プレ

スＱＡについてもフォローができる 

１．報道班長は、班員の参集状況を確認し、情報連絡班へ報告できているか 

２．報道班は発電所報道班の支援として、原子力災害が発生した場合における事象に関する広報活

動が実施できているか 

３．報道班は必要なプレス資料（Ｑ＆Ａ含む）の作成を関係箇所へ依頼し、集約できているか 

４．報道班はオフサイトセンターに設置されるプレスセンターと連携し、必要な情報を適宜伝えて

いるか 

５．報道班は一斉ＦＡＸ送信後、ＷＡＮＯ東京センターより連絡があった場合には、必要な情報を

伝えるなどの対応を実施できているか 

６．報道班は災害対応の状況について、上層部への説明資料の作成および資料連携を適切かつ迅速

に実施できているか 
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○後方支援機能（後方支援拠点） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・後方支援拠点の立ち上げ 

・事業者間協力協定に基づく先

遣隊との連携 

 

・後方支援拠点の体制について確立で

きる 

・後方支援拠点の設営のため、松山へ

移動（移動自体は模擬）することに

ついて、情報連絡班および総務班と

の情報連携を適切に実施できる 

・事業者間協力協定に基づき、幹事会社

より派遣される先遣隊への情報提供

を適切に実施できる 

１．支援拠点に派遣される統括責任者は、伊方発電所での原子力事業所災害対策実施のため、物資

の輸送、要員の派遣、輸送に付随する放射線管理、入退域管理などの支援ができているか（支援

にむけての検討も含む） 

２．支援拠点統括責任者は、下記事項を、支援拠点へ移動中の美浜原子力緊急事態支援センターへ

連絡（連絡にむけての検討も含む）できているか 

・発電所の災害状況 

・支援拠点および発電所への移動経路の状況 

・発電所周辺の天候 

・支援拠点、活動エリアの設置場所および活動状況 

・その他、必要な事項 

３．事業者間協力協定に基づき派遣された先遣隊（中国電力）への情報提供は適切に実施できてい

るか 

４．支援拠点統括責任者は、美浜原子力緊急事態支援センター派遣要員の受入体制（食糧、宿泊施

設準備等）の準備を行い、発電所の災害対策本部調査復旧班長と連携しながら美浜原子力緊急事

態支援センターの現地入りに必要な手続き（電話連絡等による情報連携も含む）を実施できてい

るか 

５．支援拠点統括責任者は、発電所調査復旧班長に、美浜原子力緊急事態支援センター派遣要員の

受入に関する以下の事項を確認（連絡にむけての検討も含む）できているか 

・受入予定日時 

・美浜原子力緊急事態支援センターの発電所入構手順 

・発電所内での作業内容の概要 

・発電所内での連絡手段 

６．支援統括責任者は、美浜原子力緊急事態支援センター派遣要員の受入に関する情報について、

情報連絡班長へ連絡できているか（連絡にむけての検討も含む） 
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（Ｃ）東京支社が発電所を支援するための活動を主体とした機能 

 

○災害対策本部運営機能（東京支社長） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・社長による非常体制発令、体

制区分変更指示時における、

東京支社の対応 

・社長による非常体制発令、体制区分

変更指示があった場合の東京支社に

おける非常体制発令、体制区分変更

の対応を適切に実施できる 

 

１．東京支社長は、非常体制の発令の指示を受けた場合、速やかに東京支社における非常体制の発令

を行い、災害対策本部の設置および災害対策要員等の非常招集を指示できているか 

２．東京支社長は、非常体制区分変更指示を受けた場合、速やかに東京支社における体制区分の変

更を指示できているか 

 

○情報連絡機能 

社内・社外対応（情報連絡班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・災害対策本部の設置 

・災害対策本部指令の伝達 

・各災害対策本部との情報連絡 

・各班情報の収集 

・社内関係個所との情報連携 

・情報連絡班長のもと情報連絡班体制

について確立できる 

・非常体制の発令から１５分以内に、

災害対策本部を設置できる 

・社内関係個所との情報連携が十分に

できる 

１．情報連絡班長は、班員の参集状況および各班の参集状況を確認し、東京支社長へ報告できている

か 

２．情報連絡班長は、東京支社長より災害対策本部の設置の指示を受けた場合には１５分以内に災害

対策本部を設置できているか 

３．情報連絡班長は、東京支社長より非常体制区分の変更の指示を受けた場合、必要な措置を実施で

きているか 

４．情報連絡班長は、東京支社長より非常体制発令の連絡を受けた場合は、各班長へ災害対策要員等

の非常招集を指示できているか 

５．情報連絡班長は、東京支社長より非常体制発令の連絡を受けた場合は、災害対策室に災害対策本

部の資機材等を設置できているか 

６．情報連絡班は、発電所情報連絡班の支援として、原子力災害が発生した場合における事象に関す

る情報の整理および内閣総理大臣、原子力規制委員会、関係地方公共団体の長、その他関係者と

の連絡を調整できているか 
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活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

（続き） （続き） ７．情報連絡班は、東京支社長から指示された事項を、適切に情報連絡班員および他班へ連携できて

いるか 

８．情報連絡班は、必要な情報を整理するために資料等を集約し、情報が輻輳しないように努めてい

るか 

９．情報連絡班は、各班の連絡窓口の電話番号をとりまとめて、各拠点に周知できているか 

10．情報連絡班は、報道班長へ、報道用の資料を整理し連携できているか 

11．情報連絡班は、発電所から通報ＦＡＸまたは各種情報ＦＡＸが届けば、ＦＡＸのコピーおよび災

害対策本部要員へ配布し、災害対策本部要員間の情報共有化を図っているか 

12．情報連絡班長は、必要に応じて、その内容を読み上げ、早期の情報共有化を図っているか 

 

○ＥＲＣ対応機能（ＥＲＣ派遣要員） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・ＥＲＣへの情報連携支援 

 

 

・状況に応じ、災害対策本部（松山）に

よるＥＲＣへの情報連携の支援を適

切に実施できる 

１．即応センターを補助する目的のもと、必要に応じて適切にＥＲＣプラント班に対し情報提供がな

されているかまた、情報提供時にはＥＲＣ備え付け資料を活用できているか 

２．ＥＲＣプラント班の意向等を、必要に応じて即応センター等に伝達しているか 

３．時系列システムや電話を使用し、必要に応じて情報連携を行っているか 

４．プラント情報表示システムを使用し、必要に応じて状況把握を行っているか 

５．通報ＦＡＸの送信があった際に、ＥＲＣプラント班に通報ＦＡＸが届いているかを確認している

か。 
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○広報機能（報道班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

・報道班体制の確立 

 

 

 

・プレス対応 

 

 

・報道班長のもと報道班体制について

確立できる 

 

 

・プレスに関する情報を整理・共有でき

ているか 

１．報道班長は、班員の参集状況を確認し、情報連絡班へ報告できているか 

２．報道班長は、班員に各役割を与え指示できているか 

３．報道班は、災害対策本部（高松）の報道班の窓口および連絡先を確認できているか 

４．報道班は、プレス会見のために、プラント状況を把握・共有できているか 

５．報道班は、プレスに関する情報について、適切に本部内へ情報共有できているか 

６．報道班は災害対策本部（高松）と情報連携を密にし、 新の情報を共有できているか 
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（Ｄ）周辺住民への対応を支援する活動を主体とした機能（伊方発電所、即応センター松山、高松） 

 

○広報機能（広報班） 

活 動 項 目 達 成 目 標 評 価 項 目 

 
（Ａ）（Ｂ）の広報機能と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 
（Ａ）（Ｂ）の広報機能と同様 

 

 
（Ａ）（Ｂ）の広報機能と同様 
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